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院長メッセージ

　上智大学は、キリスト教ヒューマニズムを基礎とした教育理念として、
「他者のために、他者とともに」を掲げています。この理念は、法曹にとっ
ても重要な理念であり、本学も「他者のために、他者とともに」という上
智大学の教育精神に則り、さまざまな社会の課題に法の専門家として取
り組む意欲をもった、高度な専門知識と実務能力、及び世界の人 と々と
もに歩む「隣人性」と「国際性」を兼ね備えた法曹を養成するための教
育を目指すとともに、国際問題や環境法政策に対して多角的なアプロー
チをすることにより、21世紀に必要とされる法曹を養成することも目標と
しています。また上智大学は多様性を重視しており、本学も法曹の多様
性を確保すべく、未修者教育を重視しています。
　上記の目標から、本学では、具体的には次のような法律家の養成を
目指しています。①基本的領域について、深い知識と応用能力を有し、
人格的にも優れた法律家、②国際関係法の分野について、深い知識と応
用能力を有する法律家。グローバル化した社会において活躍できる人材、
③環境法の分野について、深い知識と応用能力を有する法律家。21世
紀に必要とされる環境法を駆使できる人材です。
　本学では、上記のような法律家の養成のため、公法、民事法、刑事
法といった基本的な科目については、1年生から3年生にかけて、基礎か
ら応用（実践）まで丁寧かつ多角的に鍛え上げるカリキュラム構成をとっ
ています。また演習科目も多数設定することにより、論述力を磨き上げ
る機会を提供している他、本学修了生弁護士による答案添削サービス等
も充実しており、学生の自学自習をサポートしています。学生のサポート
として特筆すべきは、「教員アドバイザー制度」です。これは、入学から
修了後、司法試験の受験資格を失うまで、教員チームが定期的また必
要に応じてアドバイスをする制度です。本学は、在学中から修了後も司
法試験の最後まで寄り添って教育・支援することとし、より一層学生に
寄り添った教育および支援ができる体制を構築しています。
　また、本学の特色は、実務・国際・環境についての専門的プログラ
ムを提供している点にあります。実務については、エクスターンシップや
リーガルクリニックのほか、国際仲裁・ADR、ネゴシエイション・ロイ
ヤリングといった実践的科目が充実しています。また、国際関係法系・
環境法系についても、多彩な科目が提供されており、最先端の問題に
触れて研鑽する機会が提供されています。
　本学の最大の魅力は、徹底した少人数教育にあります。少人数である
ため、教員と学生との距離が近く、きめ細やかな指導やアドバイスを受
けやすい環境にあるといえます。実際に短期合格した修了生は、この環
境を大いに利用して、しつこいくらいに質問等をしていました。
　そうした修了生は、今度は、講師やチューターとして指導する側にまわっ
て、本学の教育に熱心に協力してくれています。このように、本学は、
一人一人に寄り添った教育・支援を用意しています。上智大学法科大学
院で共に学んでみませんか。

2023年度法科大学院認証評価適合
上智大学法科大学院は、大学評価・学位授与機構
が定める法科大学院評価基準に適合しているとし
て認定されました。

２FOR OTHERS, WITH OTHERS
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詳しくは 法学未修者向け教育の充実（９ページ）

初学者が学びやすい基礎科目・導入科目を多数設けており、学習の進展は担任制度・担当補佐制度等でフォローします。

❷ 基礎からの教育・未修者教育の重視

詳しくは 教員紹介（19ページ～22ページ）

各科目は、各分野における国内有数の優れた教授陣に担われています。研究者教員は、いずれもわが国の法律学をリー
ドする優れた研究業績をあげているとともに、法科大学院教育にも熱心に取組んでいます。実務家教員は、第一線で
活躍する錚々たるメンバーが揃っており、皆さんが目指すべき実務家の在り方をまさに身をもって教授します。

詳しくは カリキュラムの特徴（７ページ～14ページ）、カリキュラムの全体像（17ページ～18ページ）

❶ 基礎理論から応用実務まで、バランスのとれた最適カリキュラム
公法、民事法、刑事法といった基本的な科目については、１年生から３年生にかけて、「基礎」から「応用（実践）」まで
丁寧かつ多角的に鍛え上げる構成をとっています。

上智大学法科大学院では、法学教育の基本体系を踏まえつつ、現代社会の最先端のニーズを見据えた先進的な科目を提
供しています。

１．優れた教育を提供します。

上智大学法科大学院の特色
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詳しくは 法科大学院独自の給付型奨学金制度（34ページ）

上智大学法科大学院では、様々な奨学金制度を設けています。法科大学院独自の奨学金は給付型であり、授業料全額相
当額または半額相当額が給付されます。

．㰵鞟璩の靺䥿鬭峖ףⲜⲊします。

詳しくは 就職支援・進路紹介（24ページ）、上智法曹会の紹介（26ページ）

法科大学院修了後のキャリアプランを描くサポートとしては、求人や就職セミナーに関する情報提供、企業法務担当者と
の交流会の実施等を行っています。また、エクスターンシップでも、実務に触れることを通じて職業意識の涵養を図る機
会を得られます。
ソフィア・ロースクール会や上智法曹会との緊密なつながりも、在学中・修了後にわたり皆さんをサポートします。

Թ キٙリؘ䷃䭮

詳しくは 学習サポート（25ページ）、担任補佐制度・チューター制度（27ページ～28ページ）

上智大学法科大学院では、正規のカリキュラム外にも、様々な観点から学生の皆さんを手厚くサポートする体制を整えています。
学習面でのサポート体制としては、教員（担任）と修了生弁護士（担任補佐）が組んできめ細かな指導を行う教員アドバイ
ザー制度、本学出身の若手弁護士が自主ゼミを支援したり、学習相談・アドバイス等を行ったりするチューター制度があ
るほか、司法試験合格者による各種のゼミや勉強会が実施されています。
また教員と学生の距離が近く、質問しやすい、相談しやすい環境であるのも上智大学法科大学院の魅力の一つで、教員
によるアドホックのゼミなども随時開催されています。

❷ 㰵綞ؾٲٓث

詳しくは 施設紹介（31ページ～32ページ）

上智大学法科大学院は、四ツ谷駅から徒歩約５分という抜群の立地にあり、通学に至便な学習環境を備えています。法
科大学院の教室、自習室、図書室は基本的に２号館の２階に位置しており、自習室から教室・図書室への移動には時間
がかかりません。３階にはCBT試験を実行するPCルーム、地下には紀伊國屋書店、５階には学生食堂があります。また、
２号館の上層階には教員の研究室があり、法科大学院生がオフィスアワー等を利用して気軽に教員に質問しやすい環境と
なっています。

❶ 玵㏨と㰵綞梳㗲

．⩰実した㰵綞梳㗲、ؾٲٓث・キٙリؘ䷃䭮を提供します。

詳しくは 特色ある専門的プログラム（11ページ～14ページ）

上智大学法科大学院の優位性の一つは、国際関係法系、環境法系の２枚看板にあります。
国際関係法系では、ますます重要性が高まる国際舞台での活躍を目指す人のために、国際私法、国際取引法、Law and 
Practice of International Business Transactionsなどの多彩な科目が提供されています。
環境法系では、理論から実務にわたって重厚な科目が展開されており、また国内法科大学院で唯一の環境法政策プログ
ラムがあり、第一線で活躍する専門家を招いたセミナーを定期的に開催されるなど、最先端の環境法政策に触れて研鑽
する機会が提供されています。

詳しくは エクスターンシップ（23ページ）

上智大学法科大学院では、エクスターンシップやリーガルクリニックの授業を通じ、法科大学院生が実際の法律家の仕事
に触れ、職業意識や問題意識をより明確に持つことができるような機会を提供しています。2025年度のエクスターンシッ
プでは、多数の法律事務所・官公庁・企業等にご協力いただき、学生の派遣を実現しました。
さらに、日本有数の法律事務所である長島・大野・常松法律事務所から多くの弁護士の先生方に協力をいただく「国際仲裁・
ADR」や、ロールプレイをふんだんに取り入れた「ネゴシエイション・ロイヤリング」は、優れた実務家になるために必須
のスキルを身につける機会を提供します。

Թ 攘荎ֺ؃㵲Ꝗ氻ٍئ٣ラムの提供実務、㎙ꣻ・梳㗲
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「法曹コース」制度の導入とこれに伴う在学中受験制
度の創設・司法試験実施時期の変更に対応したカリ
キュラムを設けています。

（１） 特別選抜枠入学者及びこれに準ずる学力を有す
ると認められる者（Aクラス）は、３年次７月の 
司法試験在学中合格を目指します。

（２） その他の学生（Bクラス）は、修了年７月の司法 
試験合格を目指して時間をかけて実力を養成し

 ます。

在学中合格に向けた総合的な仕上げ科目として「総合
Ⅰ」（公法１単位、民事法２単位、刑事法１単位）を、
修了年合格に向けた総合的な仕上げ科目として「総合
Ⅱ」（公法１単位、民事法２単位、刑事法１単位）を配
置します。

また、総合的な演習科目として、学習進度に応じて「法
学実務演習1～Ⅳ」を配置します。Ａクラスは在学中
合格を、Ｂクラスは修了年合格を目指します。
なお、これらの科目の上級クラスには成績要件があり、
必ず受講できるとは限りません。

司法試験受験時期に対応したカリキュラム

具体的に養成されるべき法律家像
教育上の理念・目的に照らして、具体的には次のような
法律家の養成を目指します。

（１）基本的領域について、深い知識と応用能力を有し、
人格的にも優れた法律家。

（２）国際関係法の分野について、深い知識と応用能力を
有する法律家。
グローバル化した社会において活躍できる人材。

（３）環境法の分野について、深い知識と応用能力を有する
法律家。

 21世紀に必要とされる環境法を駆使できる人材。

教育上の理念・目的
上智大学法科大学院は、司法が21世紀のわが国社会
において期待される役割を十全に果たすために、幅広
い専門的知識と応用能力を備え、豊かな人間性と高い
倫理性を持つ法律家を養成することを目的とします。
これに加えて国際関係法と環境法に強い法律家を目指
す者に対しては、それにふさわしい教育を行います。

上智大学法科大学院の教育上の理念・目的、養成されるべき法律家

充実した教授陣、バランスのとれた学習カリキュラム、手厚い学生サポートが
法曹を目指すあなたを強力にバックアップします。

雞ע׃☭ꝯ䓹؊⤫׀たօ法傿ֆװ

法律エキスパートへの道
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次代を担う法曹養成をめざして
先端的・現実的なニーズをとらえた「展開・先端科目」
社会経済法系
知的財産権法、経済法、租税法や金融法など、経済・社会生活との関わりが深い科目のほか、最近注目を集めているスポーツや
エンタテインメントに関する「スポーツ・エンタテインメント法」など、現代社会の多様なニーズに対応する法律分野を幅広くカバー
します。

国際関係法系
グローバルな素養を備えた人材育成を目指す上智大学の理念を受け、法科大学院でも国際公法・国際私法の幅広い分野にわたり、
多様な科目群を設置し、高い専門性へのニーズに応えています（→11～12ページ）。国際関係の業務に触れるエクスターンシップ
（→23ページ）、入学試験の外国語特別枠（→37ページ）も要チェックです。

環境法系
新時代の法曹には必須の知識となりつつあるのが環境法です。上智大学法科大学院では、多様な視点から環境法をとらえる科目
を提供し、環境訴訟や環境法実務の現場に接するエクスターンシップも積極的に実施しています。環境法政策プログラムの充実
度は国内トップクラスです（→13～14ページ）。

法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学･隣接科目、展開･先端科目、研究論文という5つのカテゴリーからなるカリキュラムは、
理論的教育と実務的教育を有機的に結びつけ、法学の基礎から応用までを段階的に修得できるよう組み立てられています｡
また､本法科大学院の基礎となる上智大学法学部国際関係法学科、地球環境法学科との関係から、特に国際関係法、環境法領
域に多様な科目を展開していることも大きな特徴です。
法学教育の基本体系を踏まえつつ、現代社会のニーズを見据えた独自性と先進性に富む科目構成は、未来の法曹に求められるトー
タルなスキルを身に付けるために最適なカリキュラムといえるでしょう。

バランスのとれた最適カリキュラム

展開・先端科目

法律基本科目

基礎法学・隣接科目

理論的教育 実務的教育

研究論文

国際関係法
領域

社会
経済法領域

環境法
領域

法律実務基礎科目

カリキュラム・イメージ

法律基本科目、法律実務基礎科目、展開・
先端科目など理論的教育と実務的教育を架
橋する体系的科目群が有機的にトライアン
グルを形成しバランスの取れたカリキュラム
を構成しています。

カリキュラムの特徴
❶
❷
❸

理論的教育・実務的教育のバランスのとれたカリキュラム
法学未修者向け教育の充実
特色ある専門的プログラム〈国際系〉〈環境系〉

 ❶カリキュラムの特徴 理論的教育・実務的教育の
バランスのとれたカリキュラム
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模擬裁判（民事）
֕⫇✆的ע◝勌ף㔏ׇם実庒؊鵝מא実務法傿の䓨縙؊鴏✆꽢֕

法律実務基礎科目の「模擬裁判（民事）」は、講義を通じて習得し民事実体法（民法、商法など）と民事手続法（民事訴訟法、民事保
全法など）に関する知識について、実際に使ってみて体得する体験型の演習科目です。

派遣裁判官教員の塚田久美子講師、岡庭幹司教授（研究者教員）・角田雄彦教授（弁護士、実務家専任教員）の3人の連携によって
指導が行われます（2026年度）。学生は、裁判官役、当事者（原告・被告）代理人弁護士役に分かれ、実際の事案を素材として作成
された模擬事件記録を検討し、訴訟活動を実演することを通じて、知識として学んできた法を実務的に使うことを体験します。

より具体的には、証拠書類を検討して、原告・被告という各当事者の立場に立って主張書面を作成したり、証人役と面談して証人
尋問の準備をしたり、実際に法廷教室で尋問を実演したりすることを通じて、実務法曹が事件を扱う際にどのような思考を経てい
るのかを追体験します。

例年、履修学生は、特に、民事訴訟法について、理論科目として学修するだけではイメージをつかみにくく、苦手意識を持ちやすい
なかで、実演をしてみたことで、理解が進み、大きな自信につながったと感想を述べています。

民事の領域でも、実務法曹の職域は、訴訟実務にとどまらず、予防法務や危機管理業務といった組織内法務など、大きな広がりを
見せています。しかし、そのような新しい業務領域においても、判断材料となる資料を検討して、事実を調査し、浮かび上がってき
た事実が法的にどのように評価されるかを検討するという思考の重要性に変わるところはなく、訴訟実務の場面と共通しています。
模擬裁判を通じての体験は、あらゆる法実務に応用可能な要素を持っています。

3年の秋学期に配置していることから、法科大学院における学びの総まとめをするにもふさわしい科目です。

実務で活躍中の修了生からは、模擬裁判に参加し、実務法曹としてのやりがいを体感し、司法試験合格やその後のキャリアに対す
るモチベーションが高まったという声もよく聞かれます。

「模擬裁判（民事）」は、理論と実務の架橋という法科大学院教育の理念を体現する科目です。

受講者は入念な準備の上、毎回授業にのぞみます。

上智大学では法曹としての実務能力の養成をめざし、法律実務基礎科目を充実させています。学生間での実務科目への評価・満
足度も極めて高く、上智大学法科大学院のカリキュラムの中でも優れた特色の一つになっています。

有能な法曹としての実務能力の涵養をめざして
実践的視点からアプローチする「法律実務基礎科目」

上智大学法科大学院は、法科大学院教育の一層の充実を図り、優れた法律家の要請に
資することを目的として、相互科目履修による学生交流を行っています。この取組みに
より、各法科大学院の特色あるカリキュラムを履修することも可能です。本学から提供
する科目は年度により異なります。 

他の法科大学院の
科目を履修できます

News ①

医療と法
医療紛争論　法医学

日本大学法科大学院 提供科目

消費者法　資本市場法　医事法Ⅰ
ジェンダーと法Ⅰ　社会保障法　情報法Ⅰ　子供と法

早稲田大学法科大学院 提供科目

金融法　環境法政策　企業環境法　法と経済学　環境訴訟　国際環境法
Law and Practice of International Business Transactions

上智大学法科大学院 提供科目
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　　入学予定者向けのフォローにはどのようなものがあり
ますか。

　　法学未修者・法学既修者の双方の入学予定者向けに、
よいスタートを切れるよう、「入学前事前学習プログラム」
を実施しています。これは、入学後の授業へスムーズに移
行できるよう、入学前の学習（自習）用に開発された動画
教材等を提供するものです。基本３科目のごく入門的な動
画教材のほか、理解度に合わせて基本７科目の「基礎固め
講座」を事前に視聴いただき、４月以降の学習を先取りし
て、スタートダッシュをかけることができます。

　　既修者も、未修者と同様、担任補佐制度などの学習
サポートを受けることができますか？

　　2024年度末時点では、既修者も希望により担任補佐
制度の利用が可能であり、学習ロードマップについても学
習の参考とすることができます。また、既修者にも進級要
件の一つとして２年次の学年度末に進級試験が課されてい
ます。

　　法学未修者のためのサポート体制は整っていますか？

　　法を初めて学ぶ方のために、「法学実務基礎」という
科目があります。このクラスでは、教員と法科大学院の修
了生である弁護士がタッグを組んで、法科大学院での過
ごし方、法律学の学び方、法的な問題の考え方、議論の
仕方、書き方などについて丁寧に指導します。
　さらに、希望により、OB・OGの弁護士による担任補
佐がつき、担任教員とともに初めて法を学ぶ方の疑問や
相談にも対応します。

　　司法試験に合格するための環境は整っていますか？

　　上智大学法科大学院の学習環境（教員、カリキュラム、
学習サポート等）を有効に活用して頂ければ、司法試験は
十分に合格可能です。しっかりとした予習復習で授業を
最大限活用し、分からない点は放置せず教員に確認し、
自主ゼミやグループ学習で学友と切磋琢磨し、先輩修了
生等によるサポートを効果的に利用することによって、将
来、法律のエキスパートとして求められる知識を蓄え、能
力を磨くことができます。そのようにして、法科大学院で
優れた成績を収められた方の多くが、司法試験に合格さ
れています。ぜひ皆さんも、そうした先輩方に続いてくだ
さい。
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未修者にとって、未体験となる法学の履修はつまずきがちな
ものです。 上智大学法科大学院では、入学前に「導入セミナー」
を実施し、事前学習を実施するほか、１年次の担任により相談・
指導を行うと共に、学習ロードマップを提示し、進級試験等
で法学未修者の学習の進展をチェックし、フォローします。

● 学習ロードマップ：
３年間を通じた法律基本科目の学習についてのロードマップ
を提示し、学習の道筋を分かりやすくしています。

● 担任補佐制度：
希望により、ＯＢ・ＯＧの弁護士等による担任補佐を割り当て、
担任教員とともに定期的に学習状況を確認し、学習に関する
相談に乗ります。

● 進級試験：
上智大学法科大学院では、各年度末に進級要件の一つとして
「進級試験」を実施しています。また主要な基本科目において
は期末試験以外に記述式の中間試験を実施し、学習上の問
題を発見して、より授業の進度に合わせた基本的な知識の確
認・定着を図っています。

未修者の学習のフォロー
法学未修者にとって、法科大学院の初年度で法学の基礎を
習得することはとても大事です。しかし上智大学法科大学院
は、「法学未修者が法学既修者になる」だけで十分とは考え
ていません。３年間の教育の中で、今後のキャリアにつながる、
法律実務家として必要な能力を段階的に涵養することを目的
としてカリキュラムを設計しています。さらに「法学実務基礎
Ａ・Ｂ」や「民法基礎演習」「法律文書作成の基礎」等の基礎
科目・導入科目を充実させることにより、一層の強化を図っ
ています。

未修者向けカリキュラムの充実

上智大学法科大学院の特色の一つは、充実した法学未修者向けカリキュラムにあります。
担任補佐制度や到達度確認制度等で、基礎から細やかなチェックを重ねて未修者の法学学習をサポートしています。

法学未修者向け教育の充実 ❷カリキュラムの特徴
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　私は法曹コースに参加し、5年一貫型特別選抜枠を利用して法科大学院に進学しました。そして、
在学中受験資格により司法試験に合格しました。
　このように、法科大学院への入学から1年半という短い期間で司法試験合格を実現できたのは、
少人数制での手厚いサポートがあったからだと思います。上智では、指導にあたる先生方が一人
一人の学習状況をよく把握しており、日頃から各自の弱点に応じた的確なアドバイスをいただけ
たほか、質問や添削のお願いにも快く対応していただきました。また、私は基本的に授業をベー
スにして学習を進めていましたが、その他にも学生同士での自主ゼミを組むなど、自分に合った
勉強方法を幅広く選択できる環境にありました。
　当初は、在学中に僅か1年半で試験本番を迎えることに不安もありましたが、先生方や同級生
の存在に支えられ、却ってモチベーションを落とすことなく集中して取り組むことができたよう
に思います。同じ志を持った同級生と切磋琢磨しつつ、少人数ならではのメリットを享受できる
上智大学法科大学院で、是非学んでみてはいかがでしょうか。

ꆾ儙 麦㜻
上俦㜏学法学鼤⮌骱
溅竒ةーد ����䇦入学

嫖傿ٲةス修◕榨からのٗخٲرع

上智大学法科大学院では、入学者選抜にあたり、法曹コース特別枠として10名の枠を設けており、このうち8名を5年
一貫型特別選抜（連携協定を締結している上智大学法学部の法曹コースからの進学者のみを対象としたもの）、2名を開
放型特別選抜（他大学法学部の法曹コース修了者を含む法曹コース修了者を対象としたもの）に割り当てています。5
年一貫型特別選抜で上智大学法科大学院に進学した学生については、特別奨学金制度も用意されています。

法曹コース特別選抜

News ③
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2019年6月、「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」の改正法が成立しました。この改正により、
法学部に入学後、法曹コースで学修し、3年修了時に早期卒業することによって、最短5年で司法試験合格を実現でき
る5年一貫教育の制度が導入されました。上智大学法科大学院は、上智大学法学部と法曹養成連携協定を締結し、
2020年1月30日付で文部科学大臣の認定を受け、2021年4月より上智大学法学部における法曹コースがスタートして
います。上智大学法科大学院と上智大学法学部が提供する5年一貫教育のプログラムは、少人数の学修環境で、一人一
人の個性を踏まえたアドバイスを行うことにより、早期合格を力強くサポートします。

上智大学法科大学院と上智大学法学部の連携協定について

News ②
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国際仲裁・ＡＤＲワークショップ
参加者の声（一部紹介）

普段は、自分の所属するロース
クール内という限られた中で、
他の人と法律論をぶつけること
が多かったのですが、外には
もっとすごい人達がいるのだと
いうことを学びました。多くの人
が熱意を持ってワークショップ
に取組み、本番にのぞんでいる
ということも感動しました。

弁護士の先生方や調停人、仲裁
人の思考方法、即ち法的思考の
実際に触れることができた。ま
た判断は「人」が行うものである
ので、判断する人間に対するア
プローチ論理一貫性、法律解釈
の妥当性事実の丁寧なあてはめ
の重要性を改めて認識した。

年１回、長期休暇を利用して３日間かけて行う特色あるプログ
ラムです。日本有数の法律事務所である長島・大野・常松法
律事務所等から多くの弁護士の先生方の御協力を得て、仲裁
と調停という二つの異なる手続のロールプレイやグループディ
スカッション等を実施しながら、準備の仕方、準備書面の作
成の仕方、説得力ある法的主張の仕方、依頼者への説明と関
係調整、望ましい解決に向けた柔軟な思考の必要性、予防法
務的視点等法曹に要求される基本的な素養を実践的に学びま
す。
参加者は、仲裁人・調停人役、あるいは、当事者代理人役で
参加します。弁護士の先生方は仲裁人・調停人役あるいは、
依頼者役としてロールプレイに参加されたり準備書面や仲裁判
断等について講評してくださったりします。
このプログラムは、平成16年から18年にかけて実施した法科
大学院等形成支援プログラム、および、平成19年から20年に
かけて実施した専門職大学院等教育推進プログラムの成果を
結実させたもので、例年、参加者から極めて高い評価を得て
います。国際法務に関心がない人にとっても、極めて有意義
な内容となっています。この取組みは、文部科学省の「法科
大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」でも、評価を
受けています。

国際仲裁・ADR
փ嘟䴱⚀進・嘟䴱鐬⢽・◙ꡐ法務عٝحإٲ٥プք

国際的な舞台で活躍するための
素養を養うための充実したカリキュラム

グローバル化の時代、法律家には国際的な視野が求められます。自分は国際関係には関心がないと思っていても、いつ皆さんの
依頼者が国際的な案件の相談に来るかは分かりませんし、いつ国際的な案件を担当することになるかは分かりません。皆さんが
考えている以上に国際的な要素を含む法律問題は頻繁に発生しています。

上智大学は国際関係に強いことで知られており、法科大学院のカリキュラムも、国際的な舞台で活躍しようとする人にとって必要
十分な内容を提供するものとなっています。公法系の科目、私法系の科目のほか、第一線で活躍する弁護士等が英語で国際ビジ
ネス法務の実際を講義する Law and Practice of International Business Transactionsという科目もあります。

将来に備えて国際的な問題についての基礎を勉強しておきたいという人から、国際法務を扱う弁護士やインハウス・ロイヤーにな
りたいという人まで多様なニーズを十分に満たす授業が用意されています。

特色ある専門的プログラム〈国際系〉 ❸カリキュラムの特徴

申立人側仲裁準備書面提出（当事者代理人）

調停方針メモ提出（当事者代理人）

被申立人側仲裁準備書面提出（当事者代理人）

仲裁論点メモ提出（仲裁人）

調停依頼人宛確認事項メール送付
  　　（当事者代理人）

10日前

7日前

3日前

1日前

1日前

ワークショップに向けた
各種書面の提出等

日程・3日目日程・2日目日程・1日目

仲裁自己分析
自己分析結果の発表
準備書面の講評
予防法務の視点
　  （発表及び講評）
仲裁判断の発表と講評
閉会式

9：00～
9：45～
１１：00～
13：00～

１5：１５～
１6：１５～【 夜間課題 】

仲裁判断作成（仲裁人）
顧客宛メモ
（仲裁の見込みと予防法務的
視点からの対策について）作成
（当事者代理人）

調停自己分析
模擬仲裁
振り返りと講評
全体集会
仲裁自己分析シート
作成

9：00～
10：１５～
１5：１５～
１5：50～
１6：30～【 夜間課題 】

調停自己分析シート作成

開会式・講演
模擬調停
振り返りと講評
調停結果の発表と講評

9：00～
10：00～
17：00～
17：30～

IUUQT���MT�TPQIJB�BD�KQ�BSCJUSBUJPO
Ӗ 鎐碿קպ┯鋜の儝学׌؊ؾؚثٌ؝؜鈑ׇּ׍טջ
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国際私法とは、国際結婚や国際契約のような国境を越える
私法的法律関係を規律する国内法です。具体的には、①どの
国の法が適用されるのか（準拠法）、②日本の裁判所で事件
を審理できるのか（国際裁判管轄）、③外国裁判所が行った
裁判も日本で効力を有するのか（外国判決の承認・執行）等
の問題を対象としています。国際私法系科目の導入科目であ
る「国際私法基礎」の講義では、これら3つの問題に関わる
基本理論を扱います。「国際私法」と「国際家族法」の講義
では、それぞれ財産法分野と家族法分野を取り上げ、事例
問題を用いながら国際私法に関するルールを使いこなすた
めの訓練をします。

国際的な売買契約を中心に、国際的な商取引に関する法的
問題を、適用法規、主体、契約、規制、紛争処理等、多様
な角度から総合的に検討します。 ①売買取引等代表的な国
際取引の仕組みと、民商法・国際私法・国際民事紛争処理・
独禁法等の関連する諸分野における国際取引に関する日本
法や国際的なルールの内容や考え方などについて、基本的
な理解を得ること、 ②実務的な視点も意識し、そうして得た
知識を具体的なケースへ当てはめていく能力、実践的な力を
養うこと、が本講義の目的です。国内外の判例、事例問題
や実際に使われている契約書等を教材として使用しながら、
総合的・分野横断的な検討を行います。

私法系科目では、国際的な契約関係に関する法的問題を扱い
ます。
昨今、経済のグローバル化が進み、20年前と比べて、日本
の輸出入の貿易総額、日本に在住する外国人の数は急増して
います。これに伴い、国際的な法律問題に適切に対応できる
法律家に対するニーズは高まっています。国際取引等を主要
業務とする渉外関係の法曹のみならず、一般の法曹においても、
国際的な契約や国際的な結婚・親子関係・相続等に関する法
的問題に対処できる知識と能力は、依頼者のニーズに応える
ために重要であるとともに、皆さん自身のキャリアの幅を広げ
る上でも有用です。企業で活躍するうえでも、国際私法や国
際取引法に関する理解は、大きな価値を持つものといえるで
しょう。また官公庁等においても、これから予想される国際
貿易の枠組の変動にあたり必要とされるこれらの法分野の知
識は、一層重要性を増すものと見込まれています。

私法系科目とキャリア

国際私法・国際家族法

国際取引法国際経済法

今日の人権問題、とくに外国人の人権をめぐる問題は、憲法
ばかりではなく、国際法の問題でもあります。人種差別、
退去強制、難民認定等の問題に関し多数の訴訟が提起され、
そこでは国際人権規約、人種差別撤廃条約、児童の権利条
約等の解釈適用が一つの争点となっています。この解釈に際
しては、国際的な動向、とくに欧州人権裁判所の判例や各
人権条約の実施機関の意見を参照しつつ議論が行われてい
ます。こうした日本における人権訴訟を素材として国際人権
法を学ぶことは、憲法における人権保障を相対化する視座を
与え、その理解をいっそう深めることにつながると考えてい
ます。

通信・輸送手段の発達により経済のグローバル化が急速に
進展する現代では、ヒト・カネ・モノの自由な国際移動を
保障するルール、つまりWTOやTPPに代表される国際経済
法がビジネス環境を規定します。授業ではWTO協定に焦点
を当て、自由・無差別・多角的な通商体制を保障する国際
的な法的枠組の理解を目指します。

伝統的には、国際関係法（公法系）の知識を必要とするキャ
リアは、主に外務省をはじめとする官庁（公務員）であり、
法曹三者が実務で直接にこれらの知識を必要とする場面は
必ずしも多くありませんでした。
しかし昨今、領土問題、潮流の変化の激しい国際経済関係、
また、出入国管理法改正に伴う、移住労働者の権利や在留
資格問題など、法曹は否応なしに国際的環境下の法的課題
を意識せざるを得ません。法曹実務が取り扱う課題も国際
化し、人権・経済分野で公法関係の知識を必要とする機会
も増えています。修了後、外務省等の官公庁に進む場合は
もちろん、企業法務等に携わる場合も、この分野の知識は
重要なバックグラウンドとなることでしょう。

国際人権法

公法系科目とキャリア

私法系科目のカリキュラム展開例公法系科目のカリキュラム展開例

国際関係法（公法・私法）の科目体系

私
法
系

公
法
系

国際法基礎

国際人権法

国際経済法

（国際環境法）
※ 環境法系

国 際 私 法

国際私法基礎

国際取引法

国際家族法

Law and Practice of International Business Transactions
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Ӗ 環境法教育の⪫✆⦔קמּלף┮俦㜏学法熴㜏学ꢕ
環境法䷝瓈プログラム4&-"11の׌؊ؾؚثٌ؝؜鈑ׇּ׍טջ

環境法政策／北村喜宣教授
環境法の基本理念などを概観したあと、判例・行政実例の
なかにあらわれた法的・法政策的論点について、個別環境
法を素材に検討します。さらに、「地方分権時代の環境法」
という観点から、法律の条例の関係、自治体現場における
法政策および法執行の実態をとりあげます。

環境訴訟／越智敏裕教授
民法、行政法及び環境法政策についての基礎的理解を有す
る学生を対象に、主要な環境訴訟類型の判例・事例検討を
通じて、様々な分野・段階における環境紛争を司法審査に
より解決する手法を学びます。

講義科目の例司法試験にも環境実務にも対応した講義内容

　　環境法は、需要が少ない？

　　いいえ。環境事件は決して少なくありません。また、
土壌汚染対策法や廃棄物処理法のように、企業経営に
密接な関わりを持つ法律も多く、それらに精通した法
律家が今まさに求められています。

　　環境法は、他の科目とつながりが少ない？

　　いいえ。環境法の学習には、民事訴訟や行政訴訟
の基本的な知識が必要です。環境法は、民法や行政法
を応用的に学習できる分野といえます。コストパフォー
マンスのよい選択科目です。

A　　いいえ。環境法の学習には、民事訴訟や行政訴訟A　　いいえ。環境法の学習には、民事訴訟や行政訴訟
Q　　環境法は、他の科目とつながりが少ない？Q　　環境法は、他の科目とつながりが少ない？

A　　いいえ。環境事件は決して少なくありません。また、A　　いいえ。環境事件は決して少なくありません。また、
Q　　環境法は、需要が少ない？Q　　環境法は、需要が少ない？

上鋜の熴泟のי־、環境法政策、環境訴訟؊⻹׸ⶺ⛻♬上؊⹿䐐ח׏者は、օ環境法ٍٖٟئ٣㸍⟻錣ֆ授┲の槅鑆資効؊䐐؁؄؃。

環境法の
杸♨的鐕갪

䉹厖攃
・

リث ١法إؚ
⚘哊

環境法

環境リスإ
ؾンٗخكٔ

㏨板環境㜏学ꢕ
䬪❸熴泟

国際
環境法

舌抎
⟢闂法

環境法
䷝瓈

環境
錓鋫

環境
⮭法

奋鬳
環境法

上鋜の熴泟のי־、環境法政策、環境訴訟؊⻹׸ⶺ⛻♬上؊⹿䐐ח׏者は、օ環境法ٍٖٟئ٣㸍⟻錣ֆ授┲の槅鑆資効؊䐐؁؄؃。

環境法㔏灊

םי׶ ؂ׇ法と
実務

《環境法科目体系図》

環境法が、ここにある！
現代社会において、適切な環境管理への法的対応は、ます
ます重要になっています。上智大学法科大学院においては、
環境法に対する深い理解と鋭い実践力を持つ将来の法曹の
養成を、教育の大きな柱と位置づけています。
教育・研究リソースの環境法への集中は、本学の大きな特
徴です。そこで、「上智大学法科大学院環境法政策プログラ
ム（Sophia Environmental Law and Policy Program, 
SELAPP）」を組織しました。授業では国内最多の科目が提
供され、十分に基礎を踏まえつつも最先端の議論が展開さ
れます。実定法の正確な理解、裁判例の展開の的確な把握、
実務を踏まえた環境法の活用。法科大学院最高水準の環境
法教育がここにあります。

司法試験の選択科目
本学は、環境法をひとつの専門分野とする専任の研究者を
擁する、国内有数の法科大学院・法学部です。司法試験選
択科目のなかで環境法を選択する在学生・修了生は少数で
はありません。基本法律科目をしっかりと修得したうえで、
充実した体制のもとで、楽しみながら環境法をじっくり学ぶ。
入学後は、環境法選択を考えてみてください。

環境法の最先端を、充実したカリキュラム、そして、ファカルティとともに！

特色ある専門的プログラム〈環境系〉 Թカリキュラムの特徴 Թカリキュラムの特徴 Թ
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内外に開かれたこのセミナーは、毎
学期、開催されます。産業廃棄物規
制や企業環境法に関する最近のト
ピックスについて、弁護士、行政書士、
研究者、行政実務家、環境コンサル
タント、環境NPOが参加する講義シ
リーズです。最先端の話題や実務に
密着した取組みが議論されます。

忙しい法科大学院生に対して、少し
でも環境法政策を身近に感じてもら
いたい…。そこで、毎年数回、ラン
チタイムに学内外からさまざまな分
野のゲスト・スピーカーを招き、話
題提供をしていただき議論をする50
分のミニ企画です。 ELP Caféは、
学生にとっては、お弁当を食べなが
ら、各界の第一人者のお話が聴ける
という贅沢な時間です。

上智大学大学院法学研究科研究者
コースの学生が中心になり、学内外
の研究者と学生に対して開かれた研
究会です。数ヶ月に一度のペースで、
主として研究者による報告をベース
に、３時間程度の議論をしています。
基礎的な研究から最新の法政策・判
例まで、環境法や公法に関する学界
最先端の議論に触れることができま
す。

&DPMPHZ -BX 4FNJOBS&OWJSPONFOUBM
-BX BOE 1PMJDZ $BG§┮俦㜏学環境法滆狙会

法科大学院スタッフが中心になって定期的に行われているイベント

　私は、主に環境問題を取扱う法律事務所に所属し、廃棄
物処理業者をはじめとする企業の方々からの法律相談、行
政に対する説明の同行や住民説明会の同行等の業務に携わ
っております。実務で直面する問題は、複雑かつ難解なも
のが多いですが、本大学院で学んだ環境法に関する知識及
び考え方は、実務家になった今でも重宝しております。
　本大学院では、経験豊かな教授陣が、環境法のいろはを
手取り足取り教えて下さるので、環境法に少しでもご関心
がある方は、ぜひとも本大学院で環境法を学ばれてはと思
います。

弁護士
⚣諸 㝷껇

䋾闂㚩法☭ 
莛槂稈⻅法䏿◝務䢱
烛㜻䄇㜏学法学鼤
舌媱轪政学熴⮌骱
嘍準ةーد ����䇦⟻◕
⺳法⟻綞��儆

　私は現在，いわゆる「街弁」事務所に勤務しています。
顧問先からの相談，家事事件，一般般民事，そして刑事事
件まで，日々幅広い分野の事件に対応していますが，中で
も倒産事件の取り扱いが多く，稼働中の法人の自己破産を
申し立てることも，しばしばあります。その場合，産廃の
処理をどうするかという問題が必ず出てきます。環境法は
実務との関連が薄いと思われがちですが，むしろ結びつき
が強い法律です。非常に恵まれた学習環境がある上智大学
法科大学院で，是非，環境法を学んではいかがでしょうか。

弁護士
儩  理䕳

鈖⾈法䏿◝務䢱
㜏ꡅ◝務䢱
兿☒㛭国鏩㜏学
㛭国鏩学鼤⮌骱
嘍準ةーد ����䇦⟻◕
⺳法⟻綞��儆

環境法選択修了生の現在

օⳛ攃䚐闂畡枅法�� 兩の鷜榴にꞅす؃杸數と♃䐀の㵬䒃にמּלֆ����䇦��僞��伆
⺬؁׃、ⵇ兕ㄥ㲭ٱ本学丁授、┭上塤꣖ٱ䚐湺学ꢕ㜏学丁授、㶉ꄄ㵥俦䡤ٱ閟㴧䈂、

鸚㸣弦ٱ亖弛洏ⳛ攃䚐闂رンصー、畄魸ٱ؁ׇ׍⟫䄈㜏学⬺丁授
䢱㷿璩はּ׺؄ג䎜侐の׺の。

現代社会は、環境法に対してさまざまな課題を突きつけてきます。環境法は
それを敏感に受けとめて、解決策を模索しなければなりません。シンポジウ
ム形式で半日かけて開催されるこのセミナーでは、SELAPPとしての問題意
識を提示し、環境法政策の第一線で活躍する報告者の報告をもとに、参加者
全員で議論をします。

SELAPP Seminar
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　商法基礎では主に会社法を扱います。会社法は商法分野のひとつで、商法は民法の特別法に
位置づけられます。多様なステイク・ホルダーの利害を調整するため、会社法典には1000を超
える条文があり、学修事項は非常に多くなっています。
　民法の特別法という表向きのイメージとは異なり、会社法の主な目的は会社の内部的あるいは
対外的な行為の規制であり、規制法という側面があります。また会社法の規定の多くは会社の運
営にかかる内部的手続きと紛争解決のための裁判手続きであり、民法はもとより、商法総則・
商行為法とも異質なものであるといえます。このため学修に際して戸惑うことも多いかもしれませ
ん。会社法はよくわからない、何となく苦手だという声もよく耳にします。
　授業では会社法の手続規制としての側面から、会社法がどのような趣旨でどのような手続きを
要求しているのかを系統立てて学修し、そのうえで要求された手続きに瑕疵がある場合の扱いを
学びます。平板に規定を追うのではなく、規定の重要度に応じて濃淡をつけつつ体系的に学ぶこ
とで、応用的な学修の基礎となる考え方をしっかりと固め、苦手意識を払拭することが目標です。

商法基礎 教授 ㏓ 槂   ☖

　民法Ａ～Ｃは、2年生を対象とする民法の財産法に関する科目です。これらの授業では、既
に一定レベル以上の民法の知識があることを前提として、双方向の問答形式（ソクラティック・
メソッド）で、事例問題の検討を通じて知識の確認をしつつ、それら知識をどのように文章に
落とし込んでいくかを検討していきます。このうち、民法Ｂは、主に債権各論を扱います（債
務不履行等、契約法に関連付けて債権総論の部分も扱います）。本講義は、売買や請負といっ
たいわゆる典型契約に関する事例問題を検討することにより、知識の「活用」方法を習得する
ことを目的としています。
　民法は、総則・物権・債権・親族・相続の5編からなる法律であり、条文数も1000を超えるなど、
扱う内容は非常に広範多岐に渡るため、学習すべき内容は膨大であり、一朝一夕で身につくも
のではありません。そのため、学習に際しては、単に知識として覚えるだけでなく、相互の関
連性を意識する必要があります。本講義では、この相互関連性を意識できるように工夫して進
行していきます。3年次には、民事法総合という科目において、長文でより実践的な事例問題
を検討する授業が展開されます。本講義でしっかりと基礎を確立して、3年次の応用科目への
力を培うことが目標になります。

民  法B 教授 姰 ┯  嬆 ▇

　憲法は国家の意思決定に関する基本的な法規範であり、特に近代以降の憲法は国家権力
を制限し、それによって個人の権利を保障するところにその目的があります。もっとも、憲法
は往々にして条文が簡潔にできており、具体的な法的問題について答えを導くためには、これ
までに蓄積された解釈論とそれを的確に応用する能力を獲得する必要があります。
　憲法基礎の授業は、日本国憲法の解釈論を判例および学説を素材として学習し、二年次以
降の発展的な学習のための前提を身につけることを目的としています。他の科目に比べて議論
が抽象的であり、そのため知識の整理が難しいと感じる場面が多いと予想されますが、科目
全体の構成や条文との関係を絶えず意識して、単なる断片的な暗記にとどまらないよう注意
してください。
　法曹を目指す皆さんの修業期間を、少しでもお手伝いできれば幸いです。

憲法基礎 教授 ꡢ 鼤  ⾈ 乍

法傿とמ׏の洧の実Ⲋ؊굷־法䏿熴泟
充実の教䪱ꢗׄꏼב׶׀

科目紹介
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　この授業は刑法総論・各論の基礎知識を前提として、事例問題を解く練習をしてもらうこと
を予定しています。司法試験では論文試験はもちろんのこと、短答試験でも具体的な事例を題
材とした問題が出題されますが、事例問題を解くためには、身に着けた知識を適切な場面で取
り出して、適切な方法で使う必要があります。授業を履修する皆さんには、知識を盤石なもの
にした上で知識の活用方法の基礎を身につけ、3年生で履修する総合科目につなげていただけ
ればと思います。
　刑法は学説の対立が激しく、覚えることが多くて大変だと言われることがあります。ですが、
わからなくなった時には「この議論は何のためにしているのか」「判例と学説の対立によって結論
がどのように変わるのか」ということに着目して考えてみることが必要です。

教授 ✂ 諸  磽 紎刑  法

　この２つの授業においては、刑事手続に関する法すなわち刑事手続法の解釈・適用に欠か
せない法的な思考力・分析力と論述力を高めるために、すでに得た基本の知識・理解をもとに、
架空の事例や判例の事案を用いた検討などによって、解釈・適用のあり方を学びます。
　この学びにあたって注意を要するのは、刑事手続の進行を日常的に担うのが法曹三者や警
察などのプロフェッショナル（専門的職業人）であって、その実務感覚にそぐわない考えや実
践は受容されないという点です。また、捜査手段であれ起訴であれ証拠調べなどであれ、そ
の手続が許されるのか否かはさまざまな価値を適切に勘案して決されなければならないのと
ともに、許されない手続がなされたのであれば、その後に連鎖して実施される手続をいかに
とり扱うのか（たとえば、起訴が不適法と判明したとき、それまでの公判活動やその準備の
集積を捨ててまでして訴訟手続を打ち切るべきなのか否か）という問題も検討せずにはいられ
ません。ここで必要なのは、憲法や刑事訴訟法などの規定の内容・趣旨を十分にふまえて検
討する力と、さまざまな立場や価値に配慮できるバランス感覚でしょう。これらを身につける
ための解説や議論の場となるように、２つの授業を用意しています。

刑事訴訟法Ａ・刑事訴訟法Ｂ 教授 㺐 ┯  ꥐ 充

　この授業においては、すでに「行政法基礎」で一通り行政法の全体像を概観し、行政法の
基礎的知識を修得していることを前提として、全国の法科大学院において広く使用されており
定評のある判例教材である『ケースブック行政法』を用いて、これに掲載されている重要判例
を中心に判例の分析・検討を行うことで、判例を論理的に読み解く能力を修得することを目
指します。
　このような能力は、決して一朝一夕で獲得できるものではなく、日々の訓練を通じて得られ
るものであり、なおかつ、司法試験の合格を目指す上で、ひいては法曹として活躍する上で当
然に必要となるものです。そこで、この授業を通じて、単なる規範定立箇所のみの理解にと
どまらない、判例全体のロジックの読み解き方を教授することで、『公法総合』・『行政法演習』
などの演習科目におけるさらなる学びや、司法試験に向けた自学自習などにつなげていくこと
を目指します。

行政法 准教授 㶉 芀   韣
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憲法､民法､刑法､商法､民事訴訟法､刑事訴訟法､行政法の
基礎と応用､さらに総合科目としての公法､民事法､刑事法な
どの科目を必修とし､法学教育の基盤領域をもれなくカバー。
１～３年次の段階的な履修で確実な知識の定着を図ります。

｢法曹倫理｣を２年次春学期の必修として設定。春期･夏期
休暇中のエクスターンシップや主に３年次で学ぶ本格的な
実務科目に備え、法曹としての倫理の重要性を認識します。
「刑事実務」「国際仲裁･ADR｣など実践的な独自科目も特
色のひとつです。

｢比較法｣｢法哲学｣「法と経済学」などの科目を１～３年次の
選択必修として設置。法についての理解を深め、視野を
広げ、人間や社会のあり方に関する思索を深めます。

社会経済法系･国際関係法系･環境法系の３系統からなる
バラエティに富んだ科目群｡ 中でも国際関係法系､環境法
系科目の豊富なラインナップは本法科大学院の大きな特
色｡ 現代社会のニーズに応える幅広い視野と応用力を培い
ます。司法試験選択科目に関わる科目は、在学中受験に
も対応可能な形で開講します。

選択科目として「Law and Practice of lnternational 
Business Transactions」などを設置。実務を入門的に
ガイダンスしたり、英語で国際ビジネス法務を学ぶ機会を
提供します。

法科大学院における法曹教育の集大成として､希望者は３
年次に一人ひとりが設定したテーマに沿った自主研究･論文
作成に取組むこともできます。３年間で修得した理論と実
践力多角的な思考力を駆使して問題の発見から分析､解決
までのプロセスを経験する貴重な機会です。

法律基本科目

法律実務基礎科目

基礎法学･隣接科目

展開･先端科目

その他の科目

研究論文

必　修 67 単位
選択必修 28 単位
 （総合科目 4 単位 ）
 （法律基本科目 2 単位 ）
 （法律実務基礎科目 6 単位 ）
 （基礎法学･隣接科目 4 単位 ）
 （展開 ･先端科目 12 単位 ）
選　択 5 単位

標 準(３年制)コース

合計　100単位

短 縮(２年制)コース
必　修 33 単位
選択必修 26 単位
（総合科目 4単位 ）
 （法律実務基礎科目 6 単位 ）
 （基礎法学･隣接科目 4 単位 ）
 （展開 ･先端科目 12 単位 ）

選　択 5 単位

合計　64単位

修了要件単位数

（うち、 法曹コース5年一貫型特別選抜8名、
 法曹コース開放型特別選抜2名）

短縮（2年制）コース … 20名標準（3年制）コース … 20名

募集定員

単に法知識を多く有するというだけでなく､新しい問題に対処しうる智慧を身に付け
前例のない事象を法的な筋道を持って解決できる法律家を世に送り出す。

理論的教育と実務的教育を組み合わせたカリキュラムが、柔軟な思考能力を育みます。

理論と実務؊凧噣בる䧡㶆と教育

カリキュラムの全体像
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環境法系

国際
関係法系

社会
経済法系

舌╳滆狙・論乍✔䡤

㶍䇦法�

-BX BOE 1SBDUJDF PG *OUFSOBUJPOBM #VTJOFTT 5SBOTBDUJPOT 

環境法䷝瓈չ 環境法の杸♨的鐕갪չ 舌抎⟢闂法չ 環境錓鋫չ 
䉹厖攃・リ١إؚث法չ 環境⮭法չ םי׶ ؂ׇ法と実務

環境法㔏灊չ環境リスٗخكٔإンؾ

国際⹿䌣法չչ国際熝法չչ国際㳖他法չչ国際☭嘬法

国際法㔏灊չ国際熝法㔏灊

ⲩ⦐法 ・̂̃ ⻁չ 燊爘法 ・̂̃ ⻁չ 経済法 ・̂̃ ⻁չ
湺的靻榭嘬法 ・̂̃ ⻁չ ꄈ踊法չ ⲩ⦐法庒綞�չ ⠸榭⭳理法 ・̂̃ ⻁չչչչ

スٓ؞・غٲンؚؼصンٗンؾ法

釒嬫法⯟⺫չ 法〖学չ 法と経済学չ 法社会学չ 葖眭法
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ン・ロؚٚリングٝحؚ؞حتك
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妲法庒綞 䞱法庒綞 ゟ法庒綞
妲◝錓鋫法庒綞չ⮭◝錓鋫法庒綞
⮭法庒綞 轪䷝法庒綞 
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⮭◝法稈⻅ ・̂̃ ⻁�˥ 
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国際⹿䌣法չչ国際熝法չչ国際㳖他法չչ国際☭嘬法

国際法㔏灊չ国際熝法㔏灊

ⲩ⦐法 ・̂̃ ⻁չ 燊爘法 ・̂̃ ⻁չ 経済法 ・̂̃ ⻁չ
湺的靻榭嘬法 ・̂̃ ⻁չ ꄈ踊法չ ⲩ⦐法庒綞�չ ⠸榭⭳理法 ・̂̃ ⻁չչչչ

スٓ؞・غٲンؚؼصンٗンؾ法

釒嬫法⯟⺫չ 法〖学չ 法と経済学չ 法社会学չ 葖眭法

⮭◝実務⮭◝実務法䏿乍傽✔䡤の㔏灊˥ ˥

プ ̂ ⪵務法傿⚘哊璩⻁չعحンٲصスإ؞
プ ̃ ⪵務法傿⚘哊璩⻁չ国際⚀進・"%3عحンٲصスإ؞

إ؞スٲصンعحプ ̂⪵務
إ؞スٲصンعحプ ̃⪵務

ン・ロؚٚリングٝحؚ؞حتك
リإ١آٲリإعف 

嘟䴱進⯆妲◝ ˥ 

嘟䴱進⯆⮭◝ ˥ 法傿⡨理չչ錓鋫実務㔏灊妲◝

錓鋫実務㔏灊⮭◝法䏿乍傽✔䡤の㔏灊

妲法庒綞 䞱法庒綞 ゟ法庒綞
妲◝錓鋫法庒綞չ⮭◝錓鋫法庒綞
⮭法庒綞 轪䷝法庒綞 
論乍庒綞̂ "˥ 

։鹝䥍䑡ꯀ熴泟֊妲法㔏灊庒綞չ
論乍庒綞̂ # 

論乍庒綞̃"˥ �#⻁

։嘍嶞ٲةスקן鹝䥍䑡修熴泟֊妲◝錓鋫理論と実務

։溅竒ٲةスקן鹝䥍熴泟֊妲◝錓鋫理論と実務չ⚘哊⹿䌣法

։嘍嶞ٲةスקן鹝䥍䑡修熴泟֊⚘哊⹿䌣法

⪵法稈⻅ ̂ ・̃ ⻁�˥ 

妲◝法稈⻅ ・̂̃ ⻁�˥ 

⮭◝法稈⻅ ・̂̃ ⻁�˥ 

法学実務庒綞 ̄"˥�#⻁
法学実務庒綞̅ "˥�#⻁

䞱法  轪䷝法  
轪䷝法㔏灊˥ 

妲法" չ 妲法# չ 妲法$
ゟ法" չ ゟ法 
妲◝錓鋫法" 妲◝錓鋫法# 
⮭法 
⮭◝錓鋫法" ⮭◝錓鋫法# 
法学実務庒綞̂ "˥ �#⻁ 
法学実務庒綞̃"˥ �#⻁

䞱法㔏灊  轪䷝法㔏灊 ˥ 

妲法㔏灊 ̂ 妲法㔏灊̃  
妲法㔏灊 ̄ 妲法㔏灊̅ 
ゟ法㔏灊  妲◝錓鋫法㔏灊 
⮭法㔏灊 
⮭◝錓鋫法㔏灊 ・̂̃ ⻁
法学実務㔏灊"
法学実務㔏灊
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標準
�䇦⯟

�䇦⯟

１年次 ２年次
２年次

３年次
３年次

下記の表中に記載されているのは2026年3月現在で開講予定の科目です。
詳細を参照したい場合は本学HPに掲載の履修要綱を確認してください。

必修科目 選択必修科目 選択科目（ 　）単位数■ 2026年度カリキュラム一覧表
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専䷗ק妲法בןջ妲法のי־պ┱法轪憪法؊
滆狙領域と׏պとׇף鷦㜞泯夑⯟䉀מּלף
滆狙ב׶ּמ׏ջ׶たպ邲鵮攃鞌⚌法ּלף
օ法の׺ף♖のוջב׶ּמ׹אק؊滆狙׺מ
経済⮟冱ֆ׺ף艋⽧؊䧙ב׶ּמכջ奋鬳法の
㵬震غؚؿק法בןջ

■ 民法基礎Ⅱ／

民法基礎Ⅳ／民法基礎演習

／民事法総合Ⅰ／民法B ／

論文演習ⅠB

金媐㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

姰 ┯ 嬆 ▇教授
/"("4)IT" :"46:6,I

国際⹿䌣法պꄈ踊法պ☄峁学؊╳たる滆狙㵬
震とב׶ּמ׏ջ㜏学ף燶る⯾קףꉌ轪ף��
䇦ꝯ⳶務׏׶ּמ׏たջ

■ ネゴシエイション ・ ロイヤリ

ング／国際仲裁 ・ ADR ／

Law and Practice of   

I n t e r n a t i o n a l 

Business Transactions ／金融法／スポー

ツ ・ エンタテイメント法／国際取引法

兿☒㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

口 ┯ 〖 僵教授
.03I4)IT" T&T460

進⯆㲙とמ׏պ進⯆⿽進⯆؊⻹׸⮭◝進⯆պ
⮭◝䫦錓㵂の進⯆պ㳖進ׂףける㶍䇦㵂⯆؊
䥿䎜׏た׃׳պ僌냑進⯆䢱鐬剑㲙պ法務泿ף
ׂける玵法✔哊סע؊経꽢׏׶׏たջ׋れ؁
の経꽢؊馒׀׶պ⮭◝・㶍䇦◝⚆⪫芞の進⯆
䣒禐の㏟؂亪؊╳たる滆狙㵬震とב׶ּמ׏ջ

■ 刑事法総合I ／刑事法総

合Ⅱ／訴訟実務基礎(刑事)

／法曹倫理／刑事訴訟法基

礎Ⅰ／刑事訴訟法基礎Ⅱ／

刑事実務／模擬裁判(刑事)

／論文演習ⅡB ／少年法

兿☒㜏学法学鼤
����䇦ⶲ業

（実務家教員）
┭ 宫չ  鴾  教授

.I63" T036

䪱哊קןպ辔㸊的ע鉳ꃼの鼤⮟טけׇעןպ
法⸢理קמּת㔏灊理論とּכた岘㸊鼤⮟ף
מא䚘؊׍る꡺؂鳞؂պ䞱法学のꪧ氳ׅן׺
ּたטけれ־רれבןּ׏ջと⻊侐ףպ䞱法キ
갪׺ף関䑞؊ל׺法傿ּמכעףたטける؀
 ջב׶たּと䓨ּ׹Ⲝףた䪱哊׏պ実饩؊䙺閅־

■ 憲法基礎／論文演習ⅠＢ

兿☒㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

䄳չ紎 湴 硜教授
.",I  .I4",I

և環ף環境法の㔏灊理論ջ╳蜾ק滆狙領域ע╳
境法の㔏灊理論˒国㳖の環境⟢⪫紾務ֈ僟乜
ꞇ・����䇦ׄ あב׶؂ջ

■ 自然保護法

兿☒㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

勞 ⸢ Ⳇ 鶝教授
,68")"3" :64)I/

⚘哊ׄ鞴ꄈ鐬鷹؊轪ן׀־־պ┱ⳛ榭ף갑؁
㚱䫑⥥嘬璩の孹ⳛ鞴榭؊䥿׼䉊ゟ⿘㏟ןּע
⟢ と ב る 踊 鞴 䣒 法 ؊"TTFU #BTFE -FOEJOH
	"#-
とּּב׶ջ׋の呄鋅؊鬨とמ׏䥿⟢攃
嘬法պ㝊硤法պ┱䎜⯎䐐法璩؊滆狙ב׶ּמ׏ջ

■ 民法C ／法学実務基礎Ｂ

／論文演習ⅡＢ

金媐㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

㶉 㸣 嬆 ⺫教授
,0:"." :"464)I

専䷗קպ轪䷝法学・環境法学ջ僌鲡קպ轪䷝
法の実亱鷦爑滆狙պ㏨亪⮟嘬侐♨の法䏿・兩
❞論պ䷝瓈法務論؊╡䑞ף滆狙ב׶ּמ׏ջ
舌媱✆の兩❞ةンؙؼ١ثング؊鵝מ׏պ滆
狙の䡤凄؊実務ב׶ּמ׏׃ּ׺ףջ

■ 環境法政策／廃棄物 ・ リ

サイクル法

烛䢠㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

ⵇ 兕 ㄥ 㲭教授
,IT".63" :04)I/0B6

䋾闂㚩とמ׏պ㰋ׄ׺ס㱹䑞ׅןる䇥⾈ע社
会の実杸ף関䑞؊㳰׏׶ׅמדたջ㰋׺סの
嘬⯎キ갪ף関؇؁ׄע؂պ⮭◝錓鋫・㶍䇦㵂
る亪瓈؊滆狙ד׍充実؊ױける錣䦪鐬ׂף⯆
ע国際的ף׹պ䇥⾈社会啾疫のたף؁׍պ׏
ゟ⹿䌣の法的㔏泌؊丧⤫בる鈣憩؁׃պ国際
⚀進・鐬⢽ף関בる滆狙׺鶝ב׶ּמ׹ջ

■ 法曹倫理／訴訟実務基礎

（刑事）／模擬裁判（民事）／模

擬裁判（刑事）／リーガルクリ

ニック／エクスターンシップ

国際㔏涔丁㜏学丁굷学鼤
����䇦ⶲ

兿☒㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（実務家教員）
鉍 槂 ꥎ 䏁教授

,",6T"  :6)I,0

⮭◝䣒禐ׂףける洧実氮釪の釖鑆と実✆的嘬
⯎・⯎沦の⟢闂との関係とּ־キ갪ף関䑞؊
䥤ּמ滆狙ב׶ּמ׏ջ逋橖者・逋⼭☭の嘬⯎・
⯎沦のף׃׳逋㳌者סעの嘬⯎・⯎沦ּלף
ջב׶ּממ扮憩؊あףպ⟢闂のあ؂亪׺מ
錣☭㶂キ׼䩪剑嚈関の䗾㕩孰ⳛףסע㵬בる
⮭◝䣒禐法の釮⯟ׄ╳ע滆狙の㵬震בןջ

■ 刑事訴訟法A ／刑事訴訟

法Ｂ／法学実務基礎A ／

論文演習ⅠＢ／論文演習Ⅱ

B ／自主研究 ・ 論文作成

╡㜚㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

㺐 ┯ ꥐ 充教授
I8"4)IT" T0.0.IT46

専䷗קゟ法╳ף⟢ꣁ法・会社法בןջ特ףպ
⟢ꣁ法קןպ鞌⚌⟢ꣁ㝊硤ׂףける関係䎜◝
者の⯎㳌鐬丧の法理ؚث׼バٲリスإ⟢ꣁ㝊
硤ף関בる法的キ갪の呄鋅պ会社法קןպ力
䌙会社の泟的׼力䌙の鍕➃מּלףסע滆狙
ջב׶ּמ׏

■ 商法B ／商法演習／

金融法／論文演習Ⅱ／

自主研究 ・ 論文作成

㎴㱖ꢕ㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

岘 徐 嬆 䌨教授
'6,";"8"  :"46)I30

滆狙領域קպ轪䷝法と環境法בןջ׋れן׶պ
׏׶ׅמ׹る滆狙؊鶝ב関ף轪䷝進ꄅ論ף╳
たջ僌鲡קպ轪䷝玵法の礼⯟ף関䑞؊䧙מכ
ջב׶ּ

■ 環境法基礎

上俦㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

璽 碴 ㏥ ┢教授
$)I,64)I ,&II$)I

˥僌亖のקמּלףصٲؽպؾؚثٌ؝؜؊
չ䐠澳鏅┯ּ׍ջ 

法科大学院
専任教員

妭⻋ؘؾع١ًُؗꮾ

Ӗ ⮌骱㜏学ׂ׫؀学鼤⻋չ
Ӗ 法熴㜏学ꢕןの䥿䎜熴泟����䇦䉀◙㲝
Ӗ ╳ע滆狙ٔٲؼ

滆狙者教⿽��⻋չ
実務㳖教⿽ �⻋չ

⻅銻��⻋
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䋾闂㚩とמ׏պ⚘哊法務⹯׫⥥嘬㍩⹵؊╡䑞
妲◝⮟ꄄ⪫芞סעպ┱ⳛ榭関係պ鈖他泯禐ף
の実務ף䯮؇ב׶ּמכջ伆䋾鵻㰋׺סの嘬
⯎㡻⿽会㡻⿽とמ׏պ学劌キ갪պ㶍䇦◝⚆ף
関בる滆狙؊轪ב׶ּמכջ

■ 法学実務演習Ⅰ／

法学実務演習Ⅱ／法学実務

演習Ǡ／法学実務演習Ⅳ／

論文演習ⅠA／論文演習ⅡA

／エクスターンシップ

伋牚槂㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（実務家教員）
㲂 䢠 ⶽ 䇭准教授
4)I4)I%0 )I30:6,I

専䷗קպ轪䷝法պ環境法בןջ轪䷝法קպ鷶
饡☄鵝法պ괌⿘辀榨法պ齆䄼銻槏法סעպ㵬
震領域ׄ㛵㹟ף؇たב׶؂ջ実社会とのעל
ׄ؂؊䙺閅מ׏պ⫇✆的خٲؚٗע؊䓨ּ䬨
պ־ける؀ּמ׹鶝؊׫؁轪䷝法の学ׄעׅ
ջב׶׏ؿؚآ؊؋׍ע׷

■ ࣞ政法基礎／ࣞ政法／

ࣞ政法演習／論文演習ⅠB

／論文演習ⅡB ／

自主研究 ・ 論文作成

┢噣㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

㶉 芀չ  韣    准教授
,0B6/& ."4"36

䋾闂㚩とמ׏の実務経꽢؊馒׀׶պ法ׄ杸実
╂槪סןのף־؀鸳榴׍れպ孰榴׍れּמる
の׃とּכた憩؊갪兔׏ףպוのע־؀갪兔
؊鵝מאպ法ף㵬בる理鉳؊岘؁ּ׺מ׹た
ּと縙ב׶ּמ׀ջ׶たպグロٲバ١ⵄׄ鶝
と׋るד׍泯䣒؊硷䐐ןպ銬蜝קן╡の╂׸
のꄃ釖䓹ׄ냑؂ׂמכ׶պוのスキ١؊学׮
㕮׺䬪❸׏たּと縙ב׶ּמ׀ջ

■ 民事法総合Ⅰ／民事法総

合Ⅱ／ネゴシエイション ・

ロイヤリング／エクスターン

シップ／国際仲裁 ・ ADR

兿☒㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（実務家教員）
㵬 儙 ⾈ 㜖教授

T46I,I ,";60

⹿稫䏢؊׹אקとבる会社経ㅗ者の釮䏿םけ
のキ갪とպ会社錓鋫؊⻹آؾٲ٢ٓٲة׸バ
ջב׶ּמכる滆狙؊轪ב関ףンスـ

■ 商法基礎／民事法総合Ⅰ

／民事法総合Ⅱ／法学実務

演習Ⅰ／法学実務演習Ⅱ／

法学実務演習Ǡ ／法学実

務演習Ⅳ／論文演習ⅠB

㏓ 槂չ  ☖  教授
T46$)I%" 3:0

上俦㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

㟁㤸䄡⯈・ꪘ塤釮ⲩ⦐者䄡⯈璩のꪘ⫈㑫的ע
䄡⯈焚塣؊╡䑞ףպ꥖榴䄡⯈焚塣法理の⫛㳝պ
꡺槪պ僟ⲯ䓹璩؊佃בף׃؁る׋と؊╳ע滆
狙ٔٲؼとב׶ּמ׏ջ僌鲡の実競とמ׏պև奋
鬳㵬震者の釷憩؁׃釪たⲩ⦐法┮の䄡⯈焚塣
法理ֈ僟乜ꞇ・����䇦璩ׄあב׶؂ջ

■ ჉ൿ法Ⅰ／჉ൿ法Ⅱ／

჉ൿ法演習

兿☒㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

㳽 姰 侒 ┢教授
T0.I/"(" ,0I$)I

塤敱・⪿敱論⪫芞؊滆狙㵬震とׅמ׏た׃׳պ
┱法啾鵮の釪㏨؁׃塤䎜ꡐ辀論׺ף⹿磥ן؋
┮た׀׶熝法┮の䓹韮؊馒קたջ鲡䇦׏׶ׅ
る⻁論の鉳ꃼ論のבと׹אק؊の靻榭敱論ן
⫤啾䡤ף関䑞؊僟ב׶ּמ׏ջ

■ 刑法演習

䝁䟡紾㗦㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

拰 媳 ☖ ♆教授
T&36/6." 3:046,&

⠸榭⭳理法妲◝錓鋫法סע蜾✔とמ׏պև铿
紾滴榭法・妲◝⫤榨法ֈ僟乜ꞇ・����䇦պև⠸
榭 法 ⪥ 門瑴�撾ֈ伆 儝 経 済 亖 终 ⮌ 撾 社・
����䇦ׄסעあב׶؂ջ

■ 民事訴訟法基礎／൏ঀ੪

理法Ⅰ／൏ঀ੪理法Ⅱ

／論文演習ⅠB

挲本㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

槂 ꯹ 珜 ┢教授
T"("4)I3" 4)0I$)I

⹲亪向の䪱哊؊鵝מ׏պօוהעのע־؀磽論
؊る耍Ⲋׅן鐉佃ןֆ؊舌⮟の銬蜝׃舞るのף
骱לףけּמたטけれרと䓨ּב׶ջ⮭法ק
学鐉の㵬玵ׄ㛵ּ⮟ꄄעのןպ岤▷בる׋と
たכעׇע؁׃؇պׄ؋ד׶れ׏׺׃ある׺
侐ק㔏儝兩乍・飰伉ף玵י鲫מכ縙׷מ׀
ջּ׍טׇמ

■ 刑法／刑事法総合Ⅰ／

刑事法総合Ⅱ／法学実務基

礎Ｂ／自主研究 ・ 論文作成

ⵇ密鷶㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

✂ 諸 磽 紎教授
4"T0 :6.I

専䷗ק妲◝錓鋫法בןջとׇף仾⯆Ⲋ論・澳
鏅錓鋫論מּלף滆狙ב׶ּמ׏ջ蜾✔と׏
زպև妲◝錓鋫法ֈ伆儝鍕論社・����䇦պևמ
١妲◝錓鋫法ֈ伆儝鍕論社・����䇦ּٲـٕ
蜾ׄ⫀׺れג あב׶؂ջ

■ 民事訴訟法ㄛ／民事訴訟

法Ｂ／民事訴訟法演習／民

事訴訟理論˛実務／民事法

総合Ⅰ／民事法総合Ⅱ／

模擬裁判（民事）／リーガルクリニック／論文演

習ⅡB ／自主研究 ・ 論文作成

兿☒㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

㹾 䉏 䇯 ⺳教授
0,"/I8"  ."4"4)I

䇥䡤��䇦呄◝⚌㲙׏պ進⯆⿽進⯆؊⻹׸㛵両
の䩪剑・⪵⯆の実務ף䯮؇る孴鸤呄㴧㲙ջ
進⯆⿽進⯆؊⻹׸㛵両の䩪剑・⪵⯆ף䯮؇כ
պמ׀׶の経꽢؊馒מ׏た杸绽の呄◝とׅמ
実務ׂףけるպ⮭法׼⮭◝錓鋫法の鷜榴の׍
れ亪պ⮭◝◝⚆ׂףける◝実鏅㲝と錣䦪亪法
璩מּלףպׂ⚾׏׀たּと縙ב׶ּמ׀ջ

■ 法曹倫理／訴訟実務基礎

(刑事) ／模擬裁判(刑事)

／刑事実務／刑事訴訟法

演習

兿ⵇ㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（実務家教員）
稏 亪 ꣆ 㰋教授

0("T"  :0,0

滆狙קٔٲؼ伆眭の環境錓鋫環境法䷝瓈ן
の滆מּלף轪䷝錓鋫⯟䉀璩׼❞⯆ջ環境ב
狙実競ׄあב׶؂ջ׶た䋾闂㚩とמ׏պ┢芞
妲◝・⮭◝◝⚆の経꽢の׃׳専門⮟ꄄとמ׏
国⫛の環境錓鋫؊䥿䎜׏׶ׅמ׏たջ

■ 環境訴訟／

環境法ˡࡩఽജٕూ

⻊䑸社㜏学乍学鼤
����䇦ⶲ

飊 俦 ䷱ 遝教授
0$)I T04)I)I30
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轪䷝䷵済法պ特ף轪䷝ׄ関؇る碗◚؊錓鋫♬
㛭の亪法ן鉳婓בるた׹の䣒法מּלףպؘ
ٗリカの⻁牑⯟䉀׼閵論؊⹠拰לל׏滆狙׏
たջ׏׶ׅמ

┢噣㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）
㜏 噣 洧 槃 紎教授

0)"4)I .":6.I

教授 姰 ꄄ ☶ 紎
/"("/0 )IT0.I

兿☒㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）

専䷗קպ社会⟢ꣾ法בןջ׋れקן׶特ףպ
ًランスの社会⟢ꣾ法とⲩ⦐法の⹲亪の鈣憩
׏׶ׅמכ؁պꣾ㳌者関鵻亱瓈の滆狙؊轪׃
たջ

国際的ⲩ⦐関係؊ٔٲؼと
պ嶞䦪法と碗◚鉳婓䣒מ׏

禐進⯆⹯׫進⯆㛭の碗◚鉳婓の║ꪧ؁׃滆
狙؊ב׶ּמ׹בבջ䪱哊קןպ錈❞璩׺孰
榴מ׏理鉳؊澳鏅׏պ学榨ׄ╳✆的ף学׮Ⲋ
؊骱לףけ؁れる־؀䑞䫑けב׶؂ׂמջ

■ 国際প法基礎／国際প法
／国際ـఊ法

┢噣㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）
教授 兕 ┮չ  䚐

.63",".I  "I

■ 民法基礎Ⅰ

妲法と♖の法䏿の関係պ特ף⪵法と⽳רれる
䞱法׼轪䷝法との関؇ף؂関䑞؊䧙מכ滆狙
るջּמ׏

┢噣㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）
教授 㳂 徐 ⟅ 佴

.I:";"8"  T04)I",I

ً ラ ン ス ꪱ ⽴ ⯾ 䐀��䇦 の
㶆ף法・轪䷝法学⺫ջ佃媱儆伆儝⪵غؚؿ
れた釒嬫の進⯆⯟䉀の鷜榴実䛪とպ⻊侐׍⪥
儆غؚؿの碗◚⭳理⯟䉀鷜榴の奋鬳ջ稈ⳛ⿽
✆⯟┯の伆儝の法学とطـス法学の奋鬳ջ

■ ୚ူ法୅঑

┢噣㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）
教授 冒 儝 㶚 㰋

."T46.0T0 /"0,0

╳とמ׏湺的靻榭嘬の国際的⣨ꪧמּלףの
論乍؊氮辔ջ וの♖ ꣨侐㡻㈱׍れたןٔٲؼ
滆狙ջ 鲡侐ק 埲䄈蜾✔嘬法  とׇغؚؿף法պ
ًランス法ׂףける泯䎜㕩ꀢ⸢⯷סעջ

■ ಄ജॊঀࡎ法Ⅰ／಄ജॊঀࡎ法Ⅱ

伋牚槂㜏学社会熴学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）
教授 껻 槂 嬆 ㏓

,0."%" :"46T0

国際経済法の╡䑞的法釮疟ןある("55ׂ׫؀
850ⶵ㲝の鉳ꃼ・鸳榴պ亖た׺ף511ף䈅ׇ
関䑞؊䧙ב׶ּמכջ僌鲡קן国㳖鞴儝╳紾
の鞦位・䥁鞴釮䏿מּלף滆狙ב׶ּמ׏ջ

■ 国際ࠞह法

䝁䟡紾㗦㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）
教授 䄇 悕 Ⱂ 䑸

,"8"4& T46:04)I

靻榭敱特ף鍋堐糎・⻁牑経済敱糎ջ♨辔的
哊競とמ׏օ鍋堐糎ׂףける靻榭的䮑㳌˓וの
釖⻯と꡺槪ֆ閟㴧滆狙��䄳�⺱��ꮷ׃׳ջ伆
儝⮭法学会䢱㷿ջ

■ 刑法基礎／論文演習ⅠB

／論文演習ⅡB

（法学部所属）
兿☒㜏学法学鼤

����䇦ⶲ

教授 ⚣ 諸չ  峁
IT0 8"T"36

専門ק国際法・国際環境法
⺧䧙禐׼⯷⸣あ؂պ◙ꡐן
耍עꝢ氮とּכた国際環境

法の㔏儝⸢⯷・理䒬の䙺紾׼պ国際媦䄇法ף
ׂける実✆的紾務と䣒禐的紾務の関係պ密嬫
娡刓・幯哊関鵻兩硤の䡥ׄ国ׂףける国⫛実
亱סע؊滆狙ٔٲؼとב׶ּמ׏ջ

■ 国際環境法

兿☒㜏学丁굷学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）
教授 㔙 ⺗ ⣐ 㜖

)03I(6$)I T",&0

妲法˓鈖他・泯禐稻؊滆狙
の㵬震とב׶ּמ׏ջ特ף実鈖㰋関係の䡤玵
ꎩ禔מכ׈׹؊の꡺槪וける轕穱╳紾とׂף
պًランスמּלףる杸㏟の理論數媺ּמ׏
法؊奋鬳の㵬震とמ׏滆狙ב׶ּמ׏ջ

┢噣㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）
教授 絩 榨 꺙 笥

)"B6 ,"03I

伋牚槂㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）

■ 国際法基礎／国際ଋࡎ法

教授 娪 諸 岞 ┢
&T0 +6/I$)I

国際法の法嶖論պとׇף国際法の釮䏿ׄⶠ⮟ן
┢と؁れる国㳖・国際磥笥のמּלףꮽ◝ּע
亪的䫭糓のキ갪؊⻹׸պ国際進⯆ׂףける法の
埥米遬充の法理؊╡䑞とמ׏滆狙ב׶ּמ׏ջ

法学鼤教⿽��⻋

法科大学院
兼担教員

妭⻋ؘؾع١ًُؗꮾ

Ӗ ⮌骱㜏学ׂ׫؀学鼤⻋չ
Ӗ 法熴㜏学ꢕןの䥿䎜熴泟����䇦䉀◙㲝
Ӗ ╳ע滆狙ٔٲؼ

&6法とؚصリؘ法の関係؊滆狙ב׶ּמ׏ջ
特ףպ&6法の⨼飊䓹とؚصリؘ法の㵬䥄꡺槪
とのꝯの㐇辉関係պ⹯6&׫法とⲏ泅国法ׄו
れזれ埲䄈☭嘬兩硤法؊⹿؂⪥れる׋と؀ף
嫸ף法燛䈚עるꄃ㸊的ב者ׄ啾䡤┭れ؁׋؂
泟ב׶ּמ׏ջ

兿☒㛭国鏩㜏学㛭国鏩学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）
教授 兿չ  ⺫ 䏁

";6." '6.I)I,

兿☒㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）

■ 法学実務基礎Ｂ／論文演習ⅡＢ

教授 ꡢ 鼤 ⾈ 乍
"B& ,";6'6.I

չ法学؊学׋׮とק⮼מ׹学؀דף׮պ学鼤
榴עꦔ鉳ף؀պ侐דףるבד▗┮ףの䡤凄ן
鏩׼哲䒬؊釼ע׀けれג؁ערպ侐ף伆䆌的ע
䚘釼とק⪫ׇ樧עる縙׀亪؊骱לףけעけれר
ד׶あ؂קןの׺ע癰ⶺמ׏պ婓׹たּע؁ע
とרれׅןּׄ⚾のׂ䣒ו؁պׄע׃׼ջ碿؋
縙ב׶ּמ׀ջ

妲◝錓鋫法պ妲◝㔊轪法պ妲◝⟢⪫法؊ⳉ䍨
պׇעןמ׏䣒备とב⮌؊ջ磽凄ב׶؂ׂמ׏
鎌׏⻅ּの䣒禐舌✆の䙺紾؊ꄃ釷׏պ╳ף䎜
◝者の╳䍤玵錣プロرスの辉䇥מּלף縙׀
ջב׶ּמ

■ 民事ঢ়ࣞ ・ 保ம法

▟䄈㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）
教授 㱹 釒 佃 㰋

"/;"I ",I,0
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䞱法学ջוの╡׺ןպとׇ
の礼⯟؊╡䑞ו轪䷝嘬とף

պ鷼䞱㵂ןの䋫ꝉוるջּמׅמ׏؊滆狙ף
剑⯟׼靻䷝⯟䉀պؚؤリス䞱法׺מּלף滆
狙؊鶝ּמ׹るջ⪿⻊滆狙؊㝊嚈とמ׏պ進
⯆؊⺁ける嘬⯎׼⟫教の舌槃׺מּלף滆狙
؊轪ּמכるջ

■ 憲法／憲法演習／ࢤ法総
合Ⅰ／ࢤ法総合Ⅱ／論文演習
ⅡＢ／自 主 研 究・論 文 作 成

☒齆㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）
教授 ┮ 槂 ⣐ ♆

6&%" ,&/46,&

専門ק妲法בןջ㝊硤┱㸍轪法պ┱法轪憪法պ
☭の法ף関בる㔏灊滆狙պًランス妲法の滆
狙の׃׳պ"*պ♷䙅狣ꝯպؘバٲص璩の⩶珿
䤡轳ף関؇る法的ע滆狙ף⹿؂磥ב׶ּן؋ջ

■ 民法A ／民事基礎Ǡ／

民法演習

䝁䟡紾㗦㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）
教授 氳 溔 ⹱ 轪

4)I3"I4)I  T0.0:6,I

法の泟的とמ׏の塤紾とק
キ갪؊պ־պとּ׃✈קպ法と׃の׺るע׃ּ
㱹ף杸れる榨⽴⡨理特ן䎺עꌥ⩶׺れׄ僌ו
哬墌・㶀⹅墌・聻墌臙㊒燶吪؊׈׹るօ墌の舌
䄦婓㲝嘬ֆのキ갪؊갪兔ף滆狙ב׶ּמ׏ջ

■ 法ഡ学

兿☒㜏学法学鼤
����䇦ⶲ

（法学部所属）
教授 㝰 槂 碆 ┢ 黿

0,6%" +6/I$)I30

ջב׶るꪘ䆌⳶铿䅹ּׄב法؊䥿䎜ؾンٗンؚؼصン؞غٲスٓإعفリإ١آٲպ リ׃׳の׋

༎法׫

金融法

エクスターンシップⅠ・Ⅱ

商法 A

˱˔˘˂˽法˛実務

法学実務演習Ǡ・Ⅳ

Law and Practice of lnternational Business Transactions

法学実務演習Ⅰ・Ⅱ

環境刑法

金融法

国際仲裁ⵕADR

エクスターンシップⅠ・Ⅱ

Law and Practice of lnternational Business Transactions

法˛ࠞह学

法ၧ文ੳ作成ˡ基礎

法学実務基礎Ｂ

法学実務演習Ǡ・Ⅳ

法学実務基礎Ｂ

法学実務演習Ǡ・Ⅳ

法学実務基礎Ｂ／法学実務演習Ǡ・Ⅳ

ிୣ法Ⅰ・Ⅱ

法学実務基礎 AⵕＢ／リーガルクリニック

法学実務演習Ⅰ・Ⅱ

国際仲裁ⵕADR

法学実務基礎 A

ࠞह法Ⅰ・Ⅱ

法৶٩学

取引法޸ܟ

法学実務基礎 AⵕＢ

法学実務演習Ⅰ・Ⅱ／法学実務基礎 A

法ၧ文ੳ作成ˡ基礎

訴訟実務基礎 （民事） ／模擬裁判 （民事）

法学実務基礎Ｂ

Law and Practice of lnternational Business Transactions

法学実務演習Ǡ・Ⅳ

ⵇ密鷶㜏学 教䪱

	 㛭国⪿⻊◝哊法䏿◝務䢱リンذٲصٲ٢إ 䋾闂㚩 


	 垽槂法䏿◝務䢱 䋾闂㚩 


	 学綞ꢕ㜏学 ⬺教䪱 


	 烛哬㏿キٲスٲؾン法䏿◝務䢱 䋾闂㚩 


	 佝ꥎ♆法䏿◝務䢱 䋾闂㚩 
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	 法䏿◝務䢱 䋾闂㚩ץרׇל 


岺⾈㜏学 ⬺教䪱

	 ꝉ㼧・㜏ꄄ・䆌冒法䏿◝務䢱 䋾闂㚩 


	 ꝉ㼧・㜏ꄄ・䆌冒法䏿◝務䢱 䋾闂㚩 


	 ꨋ٬関経ㅗ法䏿◝務䢱 䋾闂㚩 


	 㛭国法◝務䋾闂㚩◝務䢱 䋾闂㚩ذ١وٲスٕス・ًリ・ؾٲバٲم 


	 兿嬫㜏学 教䪱 


	 ス&ؘؚ法䏿◝務䢱 䋾闂㚩؜ث 


	 ꝉ隷䄇稈⻅法䏿◝務䢱 䋾闂㚩 
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	 ⵇ亖㷘・ꩾ儙法䏿◝務䢱 䋾闂㚩 


	 ,JOH � 8PPE法䏿◝務䢱・㛭国法⪿⻊◝哊 䋾闂㚩 


	 ꝉ㼧・㜏ꄄ・䆌冒法䏿◝務䢱 䋾闂㚩 


	 㛭国⪿⻊◝哊法䏿◝務䢱リンذٲصٲ٢إ 䋾闂㚩 


	 ꝉ㼧・㜏ꄄ・䆌冒法䏿◝務䢱 䋾闂㚩 


	 佃媱㜏学 教䪱 


	 ⽕ⶸ⪵玵㜏学 ⬺教䪱 


	 䋾闂㚩法☭ "-( � "TTPDJBUFT 䋾闂㚩 


	 あׂר稈⻅法䏿◝務䢱 䋾闂㚩 


	 ⶢ♨槂プロؘؼ法䏿◝務䢱 䋾闂㚩 


< 孴鸤進⯆㲙 > 	 兿☒㏨亪進⯆䢱 ⯆◝ 


	 嘮宝׷ע׷法䏿◝務䢱 䋾闂㚩 


	 ⻇㼖稈⻅法䏿◝務䢱 䋾闂㚩 
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　私は、小島国際法律事務所にて2週間のエクスターンシップを
経験させていただきました。
　2年生の夏に上智大学の国際仲裁ADRに参加し、国際仲裁を
はじめとした国際法務に興味を持ちました。そこで、国際案件
を広く扱う小島国際法律事務所での研修を希望し、希望通りの
事務所でエクスターンシップを行うことができました。小島国際
法律事務所では、私の希望を汲み取っていただき、国際仲裁の
第一線で活躍される弁護士の方からお話を伺うことができ、国
際仲裁をはじめとした国際法務に関して見識を深めるとともに、
所属される先生方にキャリアに関するアドバイスから普段の学習
の相談までしていただき、座学だけでは学ぶことができない非
常に貴重な学びを得ることができました。
　また、2週間という長期間の研修のため、裁判記録の閲覧や
提出した課題にフィードバックをいただき、これらへのより深い
検討が行えるなど様々なことを経験することができました
　このような経験は法科大学院でなければできなかった経験だ
と思います。皆さんもぜひ参加してみてください。

兿☒㜏学法学鼤⮌骱
溅竒ةーد  ����䇦入学

����䇦䉀⹠ⲏ

ꄄ⼣ 俦㚩エクスターンシップ体験談

参加者の声参加者の声参加者の声参加者の声
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■ エクスターンの流れ
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㶉㼧国際法䏿事Ⳣ䢱

ؙٜؼح ー٥法䏿事Ⳣ䢱

亖ⶢ♨槂稈⻅法䏿事Ⳣ䢱

鱌ꄄٱ㷎㽓ٱ諸◫法䏿事Ⳣ䢱

槂鱦稈⻅法䏿事Ⳣ䢱

T .I稈⻅法䏿事Ⳣ䢱

兿☒䇥媦法䏿事Ⳣ䢱
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ُ٠ーُؾد法䏿事Ⳣ䢱

䋾闂㚩法☭ؿعؼؚـٜٱ٣ؘ法䏿事Ⳣ䢱

嘮宝みなみ法䏿事Ⳣ䢱
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Ӗ

Ӗ

Ӗ

Ӗ
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学生が実際の法律事務所、官公庁、企業等で、法律家の仕事について実務研修をする法科大学院ならではの制度です。
法律家の日常を経験することにより、実践の場でしか見ることのできない法律家の現実、法律家に対する社会の期待な
どにも直面することとなります。法のプロフェッショナルとして生きる上で知っておくべきこと、考えておくべき多くの課
題に、早期に出会えるチャンスでもあります。エクスターンシップを経験した後に、法や法曹に対する考え方が変わった
という声もよく聞きます。
上智大学法科大学院では、多くの法律事務所や官公庁、企業等の御協力を得て、夏期休暇中あるいは春期休暇中に希
望者を派遣しています。

実務䚘釼؊굷ּ釷ꄄ؊䈅׊る鞗ꄃע✆꽢

エクスターンシップ〈法曹〉〈企業等〉〈公務〉



※その他には自営業、博士課程進学、就職活動中等を含む

進⯆㲙��⻋
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⺳法⟻綞��⻋
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��⻋

　司法試験合格者の８割以上が弁護士として法律事
務所で、他では裁判官、検察官、一般企業の企業内
弁護士として法務部門等に就職しています。
　法曹資格を有していない修了者の進路では、裁判
所事務官、企業、官公庁、法律事務所事務職、自営
業などがあります。

Ӗ ⺳法鍶꽢⻅効者の鶝饡數媺
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Ӗ 修◕☭両あた؂の⺳法鍶꽢⻅効曖
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※（　　)内は在学中受験者／合格者数(内数)

※在学中合格者は除く
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企業法Ⳣ䥿䎜者と法熴㜏学ꢕ榨との☄孹ُؚンؾ国際企業法Ⳣⶵ会I/$"、経ㅗ法⹱会との⪿⻊企槏

企業法Ⳣן孰驲す؃⟻◕榨に؀؃講庒会
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上智大学法科大学院では、希望する進路について早いうちから具体的にイメージできるよう、また、適時に就職活動を行うこと
ができるよう、法科大学院専任教員で構成される就職委員会が在校生や修了生に向けて就職関連情報を随時提供し、セミナー
等を開催しています。また、全学向けの就職サポートを行う上智大学キャリアセンターとも連携し、進路・就職相談等、キャリ
アセンターが提供する各種サービスを法科大学院の在校生や修了生が利用できる体制が整えられています。

法科大学院生・修了生向けの法律事務所や企業等の求人情報については随時、学内掲示板にて案内しています。

就職支援・進路紹介
修◕榨の鶝饡の㛵喓ⵄף䒃אた
䣒⸚ּؾٲٓث؊䬪❸
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◆ 商学部ご出身ということで、現在のお仕事に強みがありますか。
　簿記、財務諸表論等に関する基礎的素養があったので、事件
の記録において計算書類が出てきても、比較的苦労せず分析す
ることはできました。勘定科目の意味などについてもある程度は
理解できるので、当然ですが、会計面、税金面で他の法曹の方
との違いが出るのではないでしょうか。また、弁護士になってか
らAFP資格（日本ファイナンシャル・プランナーズ協会）を取得し
（当時）、仕事に生かしております。

◆ 法科大学院に入学されてから、苦労されたことはありますか。
　最初は法律の授業で、どのような予習、復習をすればよいのか
わかりませんでしたが、上智大学法科大学院では、予習については、
ＷＥＢ上の授業システムにより、予習範囲が予め指示されるので、
計画的に予習ができました。また、復習の程度については、上智
では、先生とロー生との距離が近いため、不明点、疑問点など
につき授業後すぐに質問することができました。その際、先生方
から的確で親身なご指導を受けられるおかげで、いつまでも不明
点、疑問点を引っ張ることなく、集約的に復習をすることができ
ました。定期試験についても解説講義があり、間違えた点などを
把握することもでき、同じ過ちを防ぐことができました。ちなみに、
この予習の際のポイントの押さえ方、使用した判例教材の整理方
法などは、現在の仕事の記録管理に大いに役立っており、先生
方には感謝の念にたえません。また、近頃、非常勤講師として
教壇に立つようになり、先生方がいかに大変な思いで私たちに向
き合ってくださっていたか、改めて身に染みて実感しております。

◆ 商学・経済系の学生へメッセージをどうぞ。
　商学･経済系の学生の方は、大学４年間で法律をほとんど学ん
でいないことから、条文数の多い民法、民事訴訟法で苦労され
るとお思いの方が多いのではないのでしょうか。しかし、法学部
出身の学生も、民法、民事訴訟法の全範囲を学んでいるわけで
はなく、実は、司法試験レベルでは、両学生の差はそんなにはな
いのです。法科大学院入学から司法試験受験まで２年間又は３
年間という時間があるわけですから、授業で学ぶことや、司法試
験過去問などを中心にして効果的に勉強すれば、法学部出身の
学生にキャッチアップし、最短で司法試験に合格することも夢で
はありません。また、勉強が効果的になるよう、上智大学法科
大学院では、直近の合格者と接する機会も数多く設けられており
ます。
　現在、多様な法曹が求められ、弁護士の活躍の場も、企業法
務部、国・地方公共団体、議員秘書などと拡がりをみせております。
国家公務員採用試験でも、法科大学院修了者を対象とした「総
合職試験（院卒者試験）」、司法試験合格者を対象とした「総合
職試験（法務区分）」があります。もはや、裁判所、検察庁、法
律事務所だけが就職先となる時代ではありません。法科大学院
をキャリアアップの一ステップとして考えることも可能です。

弁護士  䄇┮ ⾈□
┮ꄄ瑴┢法䏿◝務䢱
岺嫄㞊㰋㜏学ꪘ䆌⳶铿䅹
䝁䟡紾㗦㜏学ゟ学鼤⮌骱
溅竒ةーد ����䇦⟻◕
⺳法⟻綞��儆

他学部から
法科大学院で学びました

グループ学習室等を利用し、学生による自主的な勉強会が行われて
います。

自主的な勉強会

四谷キャンパス研修施設の提供のほか、L-BOX等を通じた各種情報・
資料提供、各種セミナー・講演の公開、自主ゼミサポート、教員ア
ドバイザー制度（在学中から担当を継続）、担任補佐配置、答案添
削サービスなどの支援を行っています。

修了生支援

教員および外部講師によるSophia Ecology Law Seminar、環境
法セミナー、最新判例解説など、任意参加の企画が行われています。

各種セミナー・講演

在校生や修了生相互のWEB上でのコミュニケーション・ツールとして、
L-BOX（Sophia Law Box）というグループサイトを構築しています。
L-BOXは、法科大学院から在校生や修了生への様々な連絡のために
用いられるほか、自主的な勉強会のメンバーなど、在校生同士でグ
ループを作り、グループメンバー間で資料の共有等、情報交換をす
るために利用することができます。

L-BOX

法律基本科目の基本的理解を深める動画教材等を提供します。授
業の復習はもちろん、基礎的理解の定着に活用することができます。
また、上級学習コンテンツとして、予備試験・司法試験合格レベル
の実力を養う「応用講座」を展開しています。

動画教材等の提供

「合格者ゼミ」は、司法試験に合格したOBのご協力により開講され
るものです。司法試験合格者に、その経験・ノウハウをもとに在学
生に向けて勉強法や科目の重要ポイント等についてゼミで指導してい
ただくもので、教員とはまた違った目線・洞察に基づくツボを押さえ
た講義は、大変貴重かつ効果的なもので受講者から非常に高い評価
を受けています。

合格者ゼミ

上智大学法科大学院では、司法試験合格という目標のために真剣に
努力する皆さんをサポートすべく、チューターによるゼミを多数開設
しています。現在、１年生ゼミ、2年生ゼミ、3年生＆修了生ゼミ等
が開設されており、皆さんの目標実現を強力にバックアップします。

OB／チューターによるゼミ

担任（教員）と担任補佐（修了生弁護士）がタッグを組んで、きめ細
やかな学修サポートを提供します。
上智大学法科大学院では、各学年において専任の担任教員を割り当て
ています。また希望により、OB・OGの弁護士等による担任補佐を割
り当て、担任教員とともに定期的に学習状況を確認し、学習に関する
相談に乗っています（既修者・２年次以降も、任意で担任補佐の指導
を求めることができます）。

きめ細やかな担任制度・担任補佐制度

上智大学法科大学院では、入学予定者に向けて「入学前事前学習プ
ログラム」を実施しています。これは、入学後の授業へスムーズに
移行できるよう、入学前の学習（自習）用に開発された動画教材等
を提供するものです。基本３科目のごく入門的な動画教材のほか、
理解度に合わせて基本７科目の「基礎固め講座」を事前に視聴いた
だき、４月以降の学習を先取りして、スタートダッシュをかけること
ができます。

入学前事前学習プログラム

。すןの׺㳝は、����䇦�僞侐憩の⫛ؾーٓث˥

⻁牑の学綞ؾٲٓث؊㷳Ꝣ

学習サポート



を書くという地道な訓練が必須です。実務
家となった今、改めて、法律文書作成力の
重要さを感じています。
　当科目は、私と、同じく上智大学法科大
学院出身で弁護士の蔭山枝里奈先生と共同
で授業を行います。
　皆さん一人一人に、しっかりとした法律文
書作成の基礎力をつけていただけるよう丁
寧な授業をしますので、目標に向かって、
一緒に頑張りましょう！

　法律家になるためには、法曹の共通言語
である「法律文書」を書けるようになる必要
があります。「法律文書」とは、論理一貫性
があり、説得的な文書です。
　いくら法律知識があっても、法律文書を
書くことが出来なければ、法律家になるこ
とはできません。だからこそ、司法試験に
おいても、法律知識とともに、法律文書を
書く能力が試されます。
　法律文書を書けるようになるためには、
法律文書の作成のコツを学び、実際に文章

「法律文書作成の基礎」を担当します

（蔭山枝里奈弁護士と共同担当）

上智大学非常勤講師

弁護士  㵥徐 佩꺙

ⶢ♨槂プロؘؼ法䏿◝務䢱
伋牚槂㜏学政媱経済学鼤⮌骱
嘍準ةーد ����䇦⟻◕
⺳法⟻綞��儆

　ソフィア・ロースクール会は、様々な分野で活躍する修了生が集い、交流することを目的に設立された
上智大学法科大学院OB・OGの組織です。上智大学法科大学院の修了生の全員がソフィア・ロースクール
会のメンバーとなります。例年、ソフィア・ロースクール会総会等の行事を行い、修了年度の垣根を越え
た親睦を深めています。
　上智法曹会は、上智大学の卒業後、旧司法試験に合格して法曹になった方、および、上智大学法科大
学院の修了後、司法試験に合格して法曹になった方からなる組織です。在校生や修了生に対する様々な学
習支援を積極的に行うなど、上智大学法科大学院を支えてくれています。
　上智法曹会の弁護士の皆さんは、在校生に対する様々な学習支援を積極的に行うなど、上智大学法科
大学院を支えてくれています。法科大学院出身の多くの若手弁護士は担任補佐やチューターとしての協力の
ほか、答案練習会や様々なゼミを開催することなどで尽力してくれています。
　このような在校生のための密な協力体制は、これら弁護士の皆さんにおける母校を想う温かなお気持ちの
お陰であることはもちろんですが、東京都心にキャンパスがあるという上智大学法科大学院の地理的利点が
あってのものと自負しています。

「ソフィア・ロースクール会」・「上智法曹会」の紹介、取組・協力体制

また、数名の若手弁護士が未修者向けの授
業と学習指導を担当するなど未修者に対す
るきめ細かいサポートも行き届いています。
法科大学院と司法試験を取り巻く状況は流
動的ですが、皆さんがこれを不安に感じるこ
となく学習に専念できるための手助けができ
ればと思います。上智大学法科大学院で過
ごす数年間が皆さんのキャリアと人間関係に
おける大事な財産となることを願っています。

　上智大学法科大学院は、充実したカリキュ
ラムと優れた教授陣、そして快適な学習環
境が揃っているのはもちろんですが、院生同
士および院生と教員とが密な人間関係の中
で学習・指導する雰囲気のあるところが特
徴です。院生と修了生のつながりも大切に
しており、若手弁護士が学習や受験のアド
バイスを行うチューター制度やＯＢ・OG会
主催の論文個別指導などを行っています。

未修者も安心して学習できるきめ細かい学習指導とサポート体制
ソフィア・ロースクール会会長、上智法曹会会長

弁護士  ⶸ隷 葖䇭

ⵇ亖㷘・ꩾ儙法䏿◝務䢱
┢噣㜏学法学鼤⮌骱
溅竒ةーد ����䇦⟻◕
⺳法⟻綞��儆

修◕䐀׺鈖涘؊岘׹պ育׶れる磽內Ⲋ

上智法曹会の紹介

26FOR OTHERS, WITH OTHERS

┮
俦
嫖
傿
⚺
ض
磎
♆



SOPHIA LAW SCHOOL27

䥿
⚌
遬
✂
⯟
䉀
ٱ
．
Ｒ
ー
，
ー
⯟
䉀

　　どれくらい勉強することが求められているのですか？

　　平均的な法科大学院生の場合、毎日、12時間が一つの目安となると考えています。勿論、適度の
休息や気分転換などは必要ですが、御自身の目標を実現するため、相当の覚悟で勉強することが求め
られる２年間あるいは３年間になると考えてください。

A
Q　　どれくらい勉強することが求められているのですか？Q　　どれくらい勉強することが求められているのですか？

　法曹実務家を目指す皆様が突破しなければならない「司法試験」は，単に法
律の知識をインプットするだけで合格できるというものではありません。特に「論
文式試験」は，与えられた初見の事例問題に対する論理的・説得的な回答文
章を作成することが求められており，そこで高い評価を得るためには，法律文
章作成のルールや型を守ること，論述にメリハリをつけること等の「お作法」を
身につける必要があります。
　上智大学法科大学院のチューター制度は，実際に「司法試験」を突破した
法曹実務家によるきめ細やかなフォローを特徴としています。例えば，法律の
学修経験がない方（純粋未修者など）には，簡単な事例問題を題材に法律文
章作成の「お作法」を身につけていただきつつ，授業や期末試験に対応できる
法律知識の解説などの講義形式（インプット重視）のフォローを行います。また，
法律の学修経験を有する方（既修者や法曹コース生など）に対しては，身につ
けた法律知識を得点に繋げられるように，司法試験や予備試験レベルの事例
問題を用いたトレーニング形式（アウトプット重視）のフォローを行います。
　ぜひ上智大学法科大学院が誇るチューター制度をご活用いただき，ご自身
の大きな夢を実現してください。

習熟度別にきめ細やかなフォローを行います

弁護士  槂⚀չⰒ

あׂר稈⻅ 法䏿◝務䢱
上俦㜏学枅䄕学鼤⮌骱
溅竒ةーد ����䇦⟻◕
⺳法⟻綞��儆

　現在の司法試験の合格率は年々高くなっており、昔（合格率が５％以下の時
代）に比べれば、合格することは難しくありません。司法試験に合格するのに
必要なことは、「正しい」「努力」であると考えています。世の中には「正しい」
ものはあまりないと考えていますが、国家試験は公平で、平等で、かつ出題に
ミスがないといった制約があることから、結果として一定の方向性が生じてしま
うと考えています。その方向性を捉え、しっかり努力を重ねれば、司法試験に
合格することは決して難しくないと考えています。
　司法試験に合格することは人生の全てではなく、キャリアのスタートに過ぎ
ないと思います。従って、我々にとって、大切なのは司法試験に合格することで
はなく、その後どのような人生を送るかです。私は、早期に独立して、企業法
務と国際業務を中心に行いましたが、現在の興味関心は専ら経営です。また、
友人の弁護士（もしくは、司法試験合格者）には、国連で働いている人やベン
チャー企業で起業した人、さらには、テレビのコメンテーターとして活動してい
る人もいます。
　ぜひ、上智大学法科大学院で、ともに学び、考え、自分の人生を実りある
豊かなものにしていきましょう。

司法試験に合格することはゴールではなくスタートです

弁護士  佝ꄄչ㜒

5&/法䏿◝務䢱
.#"┢噣㜏学
⻅⻊会社حンカ$&0
╿槼眭㜏学法学鼤⮌骱
嘍準ةーد ����䇦⟻◕
⺳法⟻綞��儆

学生生活の悩みのなかには教員よりも先輩に相談したいこともあるかもしれません。
本学では学習サポートの一環として、担任補佐制度とチューター制度を設けています。

担任補佐とチューターは、いずれも本学を修了した司法試験合格者であり、
教える側の使命感の高さに定評があります。

担任補佐制度・チューター制度

チューター

担任補佐
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R・Nさん　既修コース2026年修了（2025年在学中合格）

　上智大学法科大学院は、学生の人数が程よいので、良く面倒を
見てくれます。まず入学前から、名前と顔を覚えてもらえます。入
学すると授業や課題で、一人一人のことを見てくれ、先生方みんな
で共有して把握してくれます。
　カリキュラムも個人の進度に応じたものになっています。クラス
は中間試験と定期試験の結果で分けられます。短答式についても
１月に大きな試験があり、この結果は進級にかかわります。
　このように良く面倒をみてくれるのですが、これは耳の痛いこと、
厳しいことを色々聞かされるということでもあります。たくさんの
課題と試験に、疲れてしまうときがあると思います。努力しても思
うような結果が出せないこともあるかもしれません。そうなったと
しても、学校のせいにしたり、逃げたりしないで下さい。もともと
司法試験は厳しいものだということは決まっているのですから。
　そういう時に重要なのは、自分が法科大学院に入学することに
した原点を見失わず、逃げずにまた新たな一歩を踏み出すことだ
と思います。人に話をすることも大切だと思います。学校では辛
い時や不安な時に相談できるチューター制度があります。先生方
もいつも側にいて下さるので、相談すれば親身に話を聞いてくれ
ます。
　上智はこのような学校なので、自分を甘やかしてしまう人、自分
をよく見て伴走してほしい人にはぴったりの学校だと思います。
　入学されたら、上智の利点を大いに活用して、ぜひ夢を掴んで
ください。

　チューター制度は、一定期間同じ実務家の先生に少人数のゼミ
形式でご指導をいただける、非常に手厚い制度です。
　学生たちの希望する内容に沿って行うことができるので、各自
の答案に丁寧な添削をいただき、日頃の授業後に復習をしていく
中で生じた疑問点についても、時間をかけてご指導をいただけます。
　私が利用しているチューター制度では、数名で答案の書き方と
定期試験対策をテーマとする自主ゼミを組み、先生から出題され
る問題の答案を作成し、先生に添削と解説をしていただきながら、
各科目の答案の書き方を身につける練習をしています。解説をし
ていただく際には、先生が参考答案も用意してくださるので、添
削済の自分の答案と見比べながら、自分の答案の不足部分や、法
律家にとって大切な相手に伝わる文章の書き方に気づき学ぶこと
ができます。
　また、先生方との距離が非常に近いため、色々な悩み事をご相
談させていただくこともできます。特に先生方がロー生だった当時
の勉強方法や、学生生活の過ごし方を細かく教えていただけるため、
非常に参考になります。
　さらに実務家としてのご経験も含めてお話してくださることもあ
り、大変興味深く励みになります。

在学中合格者の声在学中合格者の声在学中合格者の声在学中合格者の声在学中合格者の声在学中合格者の声

㸣儝 洧䡤実
껻徐㜏学法学鼤⮌骱
嘍準ةーد ����䇦入学

チューター制度を活用して

現役生の声

օ⪿鵝⯕鷹䉀澳鏅鍶꽢注⯾铿紾䞱法・妲法・⮭法ֆ
օ䞱・妲・⮭ً؟ロعؘٲプ铿紾ֆ
օ修◕榨論乍特鋑ٕزֆչօ湺的靻榭法ٕزֆ

2025年度実施ゼミの例
学生や修了生のニーズに対応したテーマを設定したゼミを随時開催しています。

օ⺳法鍶꽢鷦⹕キ갪ٕزֆ
օ法䏿㔏儝熴泟瓃勌✔䡤ٕزֆչօ論鳫キ갪ٕزֆ

2025年度実施ゼミの例

学生グループ（原則３名以上）の要請により、自主ゼミにチューターを派遣するものです。基本的な
学習の目的や内容は、学生自身が設定し、法科大学院と上智法曹会が派遣の可否を決定します。

授業の予習・復習や定期試験の準備などを支援するため、各分野に精通したチューターがフォロー
アップを行うものです。各年次ごとのゼミ（１年生ゼミ、２年生ゼミ、3年生ゼミ）や特定分野のフォ
ローアップゼミなどがあります。

3
テーマ設定型

2
自主ゼミ支援型

1
授業サポート型

一口に学習支援といっても、必要な支援は一人ひとり異なります。上智大学法科大学院の
チューター制度は、ターゲットとなる学生層（未修・既修、学年等）に配慮して戦略的・効
率的に設計されており、学生は、①授業のサポート的なゼミをはじめ、②学生グループが主体
となる自主ゼミの支援、③テーマ設定型といったものの中から、自分にとって最適なゼミを
利用する機会があります。長期休暇中を含め、一年中様々なプログラムが提供されています。
また、在校生だけでなく、修了生向けのプログラムも用意されています。

┮俦法傿会の⪫ꪧⶵⲊןꢕ榨の学綞؊䷃䭮
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参照 現役生の声も掲載しています。エクスターンシップ（23ページ）、担当補佐制度・チューター制度（28ページ）をご覧ください。

　私は、現在弁護士として、民事事件や刑
事事件に携わっています。日々新しい課題
に直面し、研鑽を重ねる毎日ですが、ロー
スクールで学んだ知識を実際に活かすこと
ができ、大変やりがいを感じております。
　上智大学法科大学院では、少人数制で、
教員や先輩・後輩との距離も近く、授業
に関することや学生生活のことなど、どん
なことでも気軽に相談できる環境です。双
方向での授業はもちろん緊張感もありまし
たが、自分の頭で徹底的に考え抜き、答
えを出す力がつきました。
　また、国際仲裁ＡＤＲワークショップや
エクスターンシップなど、実務に出た際に
必要となるスキルを学べるカリキュラムも多
数用意されています。司法試験に合格した
その先の未来を見据えることができ、在学
中の大きなモチベーションとなりました。
　さらに、チューター制度も充実しており、
本学を修了した現役の法曹からきめ細かい
指導を受けることができます。
　上智大学法科大学院は、自ら求めれば、
多くのことを学び、吸収できる環境です。
上智大学法科大学院にご入学される皆様が、
充実した日々を過ごし、将来法曹として様々
な分野でご活躍されることを心より祈念し
ております。

╡㜚㜏学法学鼤⮌骱
嘍準ةーد ����䇦⟻◕

⺳法⟻綞��儆

䋾闂㚩法☭ꝉ㔙噣ًؙ١

弁護士  ╡兕 勄蘭

弁護士

　私は、現在、検事として刑事事件の捜査・
公判に携わっています。被疑者を逮捕、勾
留する身柄事件の捜査では、法定された
時間制限の中で必要な捜査を遂げなけれ
ばならないところ、時間的な制約を受けな
がら、虚心坦懐に被疑者等の話に耳を傾け、
証拠を収集し、適正な処分を行うという検
事の仕事に魅力を感じています。
　法曹の仕事は、初めて見るような法令を
扱うことや、自分一人では解決できないよ
うな事実認定、法律解釈等の難問に直面
する機会が多くあります。その際、分から
ないことは判例や文献を自ら調べるほか、
先輩や上司に相談することなどが必要にな
ります。本学は、教員と比べ学生の人数が
少なく、教員と学生の間の距離が近いこと
から、分からないことがあれば、教員に質
問に行きやすい環境が整っています。在学
中にこのような環境を積極的に活用するこ
とにより、法律知識だけでなく、問題を解
決するための能動的な姿勢を本学で身に付
けることができたと実感しています。
　また、チューター制度では、修了生弁護
士等から自主ゼミをとおして手厚い学修支
援を受けることができ、司法試験合格に
とって大変有意義でした。
　本学に入学される皆様が、夢を叶え、様々
な分野でご活躍されることを心より祈念し
ております。

玵丁㜏学法学鼤⮌骱
嘍準ةーد ����䇦⟻◕

⺳法⟻綞��儆

ⶢ蜝㏨呄⪵㱹鼤

検事  峢麏 ⣐☭

検事

　現在、弁護士として、企業法務を中心と
した案件に携わっています。弁護士の仕事
は、今まで全く知らなかった法令を扱うこ
とも多く、今まで考えたこともなかった問
題に直面することが多々あります。司法試
験合格までに学んだ知識のみで事案を解決
できることは殆どなく、日々新しい知識や
経験を習得し続けなければなりません。大
変な仕事ですが、これが法曹の魅力の一つ
だと思います。
　上智ローはチューター制度が非常に充実
しており、私も在学中は上智ローの修了生
の弁護士に自主ゼミに参加していただいた
り、答案添削をしていただいたりしました。
実際に司法試験に合格した先輩方からの指
導は非常に有意義でした。
　また、他のロースクールと比べて、少人
数で教員と学生の距離が近いためか、かな
り手厚くサポートいただいきました。わから
ないことはすぐに教員に質問できる環境に
ありましたし、質問した際には丁寧に回答
いただきました。答案の書き方に悩むこと
があれば、教員に答案を見ていただくこと
もありました。
　上智ローでは、積極的に動いていけばど
んどん学べる環境があります。本学に入学
される皆様が、将来法曹としてご活躍され
ることを心より祈念しております。

䡤㓅㜏学法学鼤⮌骱
嘍準ةーد ����䇦⟻◕

⺳法⟻綞��儆

"-("TTPDJBUFT兿☒法䏿◝務䢱

弁護士  냓儙 ⳨栓

弁護士

修了生の声
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　私は、現在、弁護士として仕事をしてい
ます。案件としては、渉外家事事件、刑事
事件、破産事件を多く取り扱っています。
　渉外家事事件は、弁護士の中でも精通
している弁護士が多くない分野ですが、法
科大学院で勉強した国際私法の知識、語
学の知識、外国戸籍の取得など実務の知
識という自分の強みを活かして仕事をする
ことができています。
　また、刑事事件や破産事件は、困って
いる依頼者が多い分野であり、大変なこと
も多いですが、「今までこんなに熱心に関
わってくれる先生はいませんでした」という
言葉をかけてもらったときにはとてもやり
がいを感じることができました。
　上智大学法科大学院では、先生と学生
との距離が近く、いつでも質問をすること
ができ、相談をすることができ、あるいは
ゼミを開いてもらって指導を受けることが
できます。私も授業が終わるたび先生を尋
ね、先生と議論をして知識を確認し、より
深いものとすることができました。また、
同期ともゼミを開いて切磋琢磨しながら勉
強することがきました。
　本学に入学される皆さまが、法学の知識
と法曹としての素養を身に付けてくれるこ
とを願います。今後、実務の現場で皆様
とお会いできることを楽しみにしています。

儃뉰㜏学劌政媱経済学鼤法䏿学熴⮌骱
嘍準ةーد ����䇦⟻◕

⺳法⟻綞��儆

国際法䏿◝務䢱ـم

弁護士  匢  俦⩮

弁護士

　私は、法律事務所のアソシエイト弁護士
として、企業法務を中心に取り扱っています。
また、英国ロンドンにあるUniversity 
College London（UCL）のLLM課程で
留学を経て、現在は所属事務所での業務
に復帰しています。
　日本の法曹になる前は、韓国弁護士の資
格を取得し、韓国内で企業内弁護士として
勤務していました。その後、上智大学法科
大学院で勉強する機会を得て、現在は日
本弁護士として働いていますので、上智大
学法科大学院で過ごした時間は、大きな
キャリアの転機になったと思います。
　上智大学法科大学院で過ごした時間は充
実したものであり、とりわけ先生方と距離
が近くて、相談しやすい環境であったこと
は大変ありがたいと思いました。日本で法
曹として活動するための基礎をしっかり学
ぶことに加え、外国弁護士の先生方から国
際法務に関する実務について学ぶ機会もあ
り、これがその後の留学生活でも大いに
役立ちました。
　本学では、法曹として多様な分野で活躍
するための基礎的な事項を身につけること
ができますので、安心して意欲的に取り組
んでいただければと思います。

䋫╂㜏学劌法学鼤⮌骱
溅竒ةーد ����䇦⟻◕

⺳法⟻綞��儆

ؘンسٲضン・奜⯎・⹱䆌法䏿◝務䢱

弁護士  兏  注玹

弁護士

　私は現在、都内の法律事務所に在籍し、
主に一般民事を取り扱って仕事をしており
ます。実務に出ると、それまで全く知らな
かった法分野や社会制度に接することが多
く、日々勉強しながら、顧客からの依頼や
相談に対応しています。
　私は、本校在学中から、一般民事を広
く扱う弁護士を志望していましたので、将
来扱う可能性が高い法分野に関する授業
は、司法試験科目であるか否かにかかわら
ず、積極的に受講するようにしていました。
そして実際に、私が在学中に学んだ知識（例
えば民事保全・民事執行法、労働法、倒
産処理法など）は、その後の実務において、
大変役に立っております。
　また、本校には、例えばエクスターンシッ
プやチューター制度など、実務家に接する
制度もあったため、それらを積極的に利用
するようにしました。そこでの経験は、私
の見聞を広めてくれただけでなく、日々の
勉強へのモチベーションを上げ、司法試験
合格に向けて弾みをつけてくれたと実感し
ています。
　入学者の皆様が、本校が用意している授
業や制度を最大限に活用し、そこで得た知
識・経験をもとに、それぞれが志望する分
野で活躍されることを祈っております。

上俦㜏学法学鼤⮌骱
溅竒ةーد ����䇦⟻◕

⺳法⟻綞��儆

塩諸禔⻅法䏿◝務䢱

弁護士  ꝉꄄ 㳆㚩

弁護士

֕ ⻁⮟ꄄן孰驲בる⩶魶たי ֕
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法熴㜏学ꢕの丁㲯、舌綞㲯、㎊傽㲯
ンジは؜ٟ

 ⺱귃꣥にֺ؂ます。

法傿굷䡤ף理䙅的ע㞥玵㏨

施設紹介

法科大学院　教室

օ嘟䴱進⯆ֆ授業؊㲧亱。
妲事訴訟׼⮭事訴訟の㲧饩؊学׋׮とׅׄןます。

法科大学院　模擬法廷

上智大学法科大学院は
都心でありながら
緑林に囲まれた利便性の高い
「四ッ谷」駅前に立地。

法科大学院の教室・自習室・図書室は
快適な研究・教育環境が整備された２号館に揃っています。

�号館�階



　紀伊國屋書店　上智大学店
�号館㏨階

学生食堂

�号館階

コンピュータルーム
$BT 㲝儆鍶꽢ן⯎榴

�号館階

法科大学院　ラウンジ

⟻◕䐀の舌綞ِدーدとמ׏　
⯎榴ׅןます。

法科大学院　研修生室

法科大学院　自習室（7時～23時開室）
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T&L�



Ӳ瑴┢⳺業⟫榴磥⻅　業Ⳣ䫩鶝鼤
Ӳ؞٠ؠンةؾーٓ٢ーٝحン
Ӳジٙدإع

ցキּ⻅؇ד⩶ւ

上俦㜏学ןは埧の金融嚈ꞅٱ⟫鞆会社と䬪䯮ּמ׏ます。

教育ロٲン

㏨亪⪵⪿㍲✆׼靻㍲法☭ٱ署葖㍲✆の飰伉に׺とׇם㝷学金ׄ
ֺ؂ます礩┲ٱ鞜┲。

の♖の㝷学ꄈו

։㵬　　震֊☭攃ٱ学業と׺に⨼ל׃、؄⣐䉢מכֺן経済氻枅槃に؀؂⟻学㎅ꦔな者。
。鴗学䐀に鲫麁す؃䑡釖ֺׄ؂ます◕⟻、׹ח؃ֺן鞜┲の㝷学金׏טח

։ⳬ꥓侐儆֊僞 �僞�僞

伆儝学榨䷃䭮嚈啾㝷学ꄈ

貸与型奨学金（入学後に出願）

։����䇦䉀法熴㜏学ꢕ䫛榴者��⻋禎禐者⻹׸֊

〈 伆儝学榨䷃䭮嚈啾וの♖の㝷学ꄈ 〉

学⟻䙺堁ׄ냑ּにג؁؇׃׃׺、経済氻枅槃に؀؂学業禎禐ׄ㎅ꦔと鏅؁؄؃׹者に、学資金の┢鼤とמ׏授業乬泯䎜갫、授業乬ⶩ
갫泯䎜갫、授業乬���泯䎜갫、のּ׃؄ג؊礩♙׏ます。

։����䇦䉀法熴㜏学ꢕ䫛榴者⻋֊┮俦㜏学修学㝷Ⲧ㝷学ꄈ

給付型奨学金（入学後に出願）

本法熴㜏学ꢕ؊瑴┢䑸僾とמ׏受꽢׏、⻅効ח׏者の╡ן、経済氻枅槃に؀؂入学ׄ㎅ꦔן、㜏学の䡤競ׄ⨼熚な者に㵬מ׏、学資
金の┢鼤とמ׏入学䇦䉀の授業乬泯䎜갫、 授業乬ⶩ갫泯䎜갫、授業乬���泯䎜갫、のּ׃؄ג؊礩♙׏ます。
⮌갻亪法にמּלは、本学8eCؾؚث8eC Piloti؊⹠拰。

։����䇦䉀法熴㜏学ꢕ䫛榴者� ⻋֊┮俦㜏学㜏学ꢕ亖⪥榨㝷学ꄈ

給付型奨学金（入学前に決定）
〈 ┮俦㜏学の㝷学ꄈ 〉

┮俦㜏学法熴㜏学ꢕ㏟学榨特⯈㝷学ꄈ給付型奨学金（入学後に決定）

┮俦㜏学法熴㜏学ꢕ法傿ٲةス特⯈㝷学ꄈ

┮俦㜏学痦䑸㳖㝷学ꄈ〈ًランحスة・スؘ٢ス㝷学ꄈ〉給付型奨学金（入学前に決定）

ջ〈 法熴㜏学ꢕ旅舌の㝷学ꄈ 〉ּ׍ט鈑ׇ׌؊خٲ埧の��ِקמּלףれ؁の㝷学ꄈ׋

Ӗ 㝷 学 ꄈ

嫸�
上俦㜏学、上俦溅儆㜏学杸上俦溅儆㜏学鼤、纷夻㜏学؊ⶲ業⟻◕
。׸は♬┯の鵝؂とな؂ます◙㲝者؊⻹מּל亪の入学金にח׏
 �上俦㜏学؊ⶲ業	⟻◕
䐀、�䇦儛嶁に入学ח׏場⻅˟˟⪫갫⩾ꢘ
 �上俦㜏学、上俦溅儆㜏学杸上俦溅儆㜏学鼤、 纷夻㜏学؊ⶲ業 
  	⟻◕
䐀、�䇦♬上経鷦מ׏入学ח׏場⻅˟˟ⶩ갫⩾ꢘ

嫸�
授業乬にמּלは、毎䇦、攃➃上伶曖؊馒まמ׀䷓㲝׏ます。

嫸�
�䇦埧入学者の学榨丁署滆狙愭㳌⥧㳌保ꣁの保ꣁ儆ꝯは、 
嘍準�䇦⯟ةーدは�䇦ꝯ、溅竒�䇦⯟ةーدは�䇦ꝯןす。
まח、䎜⮼硷入ח׏金갫に㵬䒃す؃保ꣁ儆ꝯ؊鷦מ׆㏟学す؃場⻅、
�䇦毎�
���⫝̸؊䑄⹵׏ます。

փ⻊猣会費にמּלք
僌磡䇦埧に上俦㜏学ًؘؙس会の磡骱会費؊⻊猣会費��
���⫝̸とמ׏
硷入ּׅטחます。

⪥学侐の׷ 嫸�

⻁学儆

⻁学儆 嫸�

⻁学儆

⪥学侐の׷嫸�










































 


 



 

⪥ 学 ꄈ

㏟ 盐 乬

䪱 哊 乬

教 育 充 実 鞟

学榨教育滆狙愭㳌⥧㳌⟢ꣁ乬

佩 学 儆

熫 学 儆

� 䇦 ⮟

䰝չ釖溅竒䇦⯟
スٲة

嘍嶞� 䇦⯟
スٲة

ⶺ⛻⫝̸
Ӗ ����䇦䉀չ法熴㜏学ꢕ榨硷♙ꄈ⹠縙

授業料・奨学金のご案内



㏟学榨・鵝䆌

㏟学榨・䪱哊乬ⶩ갫礩♙
����䇦・実競����⻋

㏟学榨・䪱哊乬⪫갫礩♙
����䇦・実競�����⻋

亖⪥榨・鵝䆌

亖⪥榨・䪱哊乬ⶩ갫礩♙
����䇦⪥学・実競����⻋

亖⪥榨・䪱哊乬⪫갫礩♙
����䇦⪥学・実競�����⻋

丁署⩰㲧費璩



丁署⩰㲧費璩



授業乬



丁署⩰㲧費璩



授業乬



丁署⩰㲧費璩



入学金



丁署⩰㲧費璩



入学金



授業乬



丁署⩰㲧費璩



入学金



授業乬



Ӗ ㏟学榨͚䇦泟♬꡴のٲاスꄈ갫ק嘍嶞� 䇦⯟ٲةスの㕮⻅

Ӗ 亖⪥榨のٲاスꄈ갫ק嘍嶞�䇦⯟ٲةスの㕮⻅

〈 礩♙㑫㝷学ꄈ礩♙㑫䫛榴؀ףる学鞟の峖갫❞ 〉

䫛榴

ًランحスة・スؘ٢ス㝷学ꄈպ法傿ٲةス特⯈㝷学ꄈպ㏟学榨特⯈㝷学ꄈ

〈 亖⪥榨・㏟学榨法熴㜏学ꢕ礩♙㑫㝷学ꄈ銻 〉

����䇦実競��� ��⻋  �����

䡤競⨼熚ל׃㵸兯国⫛㛭の喓վな社会氻釖鑆に靼是؃ׅן⨼熚な法傿に舞؃釪鱬みのֺ؃、上俦㜏学法学滆狙熴法傿굷䡤㵲䷗
の㏟学榨؊㵬震に䇦ꝯの授業乬⪫갫泯䎜갫、授業乬ⶩ갫泯䎜갫のּ׃؄ג؊礩♙׏ます。滆狙熴の䫩詥に؀؃䫛榴のみの׹ח、
⮌갻┱釖。

㏟学榨͚䇦泟♬꡴向け┮俦㜏学法熴㜏学ꢕ㏟学榨特⯈㝷学ꄈ ։����䇦䉀䫛榴��⻋֊

上俦㜏学法傿ةーدに㏟盐׏、法学鼤؁׃法学滆狙熴法傿굷䡤㵲䷗װの鶝学؊錎⺧ח؄׍者のי־、哚מ׹⨼熚ל׃㏟学╡の⺳
法鍶꽢⻅効؊泟䧡す者؊㵬震に授業乬泯䎜갫؊礩♙׏ます。礩♙儆ꝯは⟻業䇦꡺⫛ןす׏טח、禎禐㵂剑ֺ؂。滆狙熴䫩詥
に؀؃䫛榴の׹ח、⮌갻の䑡釖はֺ؂ま؋ד。

։����䇦䉀䫛榴��⻋ 亖釮・禎禐⻅銻֊┮俦㜏学法熴㜏学ꢕ法傿ٲةス特⯈㝷学ꄈ

㜏学の䡤競⹯׫入学鍶꽢の䡤競ׄ⨼熚ל׃、ן、㵸兯にּׂמ国⫛㛭の喓վな社会氻釖鑆に靼是؃ׅן⨼熚な法傿に舞؃釪鱬
みのֺ؃、法学滆狙熴法傿굷䡤㵲䷗の入学鍶꽢⻅効者の㲝⿽の֕ⰸ爑䉀に授業乬⪫갫泯䎜갫、授業乬ⶩ갫泯䎜갫のּ؄ג
。갻┱釖⮌、׹חます。滆狙熴の䫩詥に؀؃䫛榴のみの׏♙礩؊׃

։����䇦䉀⪥学者䫛榴��⻋֊亖⪥榨⮼䇦䉀向け・┮俦㜏学痦䑸㳖㝷学ꄈًランحスة・スؘ٢ス㝷学ꄈ

法科大学院独自の給付型奨学金制度
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学鼤�䇦埧榨
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法傿ةーد
Ꝣ䷛㑫

 溅竒
�䇦⯟ةーد

 嘍準
�䇦⯟ةーد

⪥学䣒禐者⫛ ♖学鼤ⶲ⫛ 社会☭鞴効あ؂⫛ 㛭国鏩特⯈凉⫛ ✹갻者僌磡⻅効者瑴�埧鍶꽢⺁꽢者両䑸갻者ٲةス㲝⿽⺁꽢ⶊ⮟

˥辔のօ䑸갻者ֆօ受꽢者ֆօ瑴┢埧鍶꽢受꽢者ֆօ瑴┢埧鍶꽢⻅効者ֆօ瑴◞埧鍶꽢受꽢者ֆには、䇦⯟ةーٱد䇦⯟ةーدの✹갻者
　؊䋫ױ☭両ן鋜鬼ּמ׏ます。
　なׂ、օ僌磡⻅効者ֆにּׂמは、✹갻者؊║ةーدのּן׃؄ג婓㲝׹ח؃ּמ׏、㲧☭両ן鋜鬼ּמ׏ます。
˥法傿ةーدꝢ䷛㑫のⳬ꥓☭⿽⻋は、溅竒ةーدのⳬ꥓☭⿽ �� ⻋に⻹ま؄ます。

〈・#・$ 伆爑⪥鍶⻅銻〉
Ӗ ����䇦䉀䑸갻者・⻅効者の⫛錑

入学試験実施状況
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[学部3年次生特別選抜]

　　学部2年で留年し、現在3年次生ですが、実際には学部在籍4
年目です。学部3年次生特別選抜の受験資格はありますか。

　　早期卒業にも飛び入学にも当たらないので、学部3年次生特別
選抜の受験資格はありません。一般入試での受験が可能です。

　　法学部以外の学部に在学中で早期卒業予定です。学部3年次
生特別選抜の受験資格はありますか。

　　学部3年次生特別選抜の受験資格は、法学部生に限定してい
ません。法学部以外の学部に在学中で早期卒業・飛び入学予定者
でしたら受験資格があります。

[法曹コース特別選抜]

　　法曹コース対象の早期卒業をせずに、4年生で法曹コースを修了
した場合、受験可能なのは法曹コース開放型特別選抜のみでしょうか。

　　上智大学法学部の法曹コースを4年生で修了見込みの場合は、
本法科大学院においては5年一貫選抜、開放型選抜のどちらも受験
可能です。上智大学以外の法曹コースを4年生で修了見込みの場合は、
開放型選抜で出願するか、一般選抜で受験して下さい。

　　学部3年次生特別選抜の既修者認定試験は複数回受験できる
のですか。

　　既修者認定試験は、1科目から、日程の許す限り複数回受験
できます。1回目で既修者認定されなかった科目について、その後
の日程に受験することが可能です。例えば、A日程の特別選抜受
験者は、A日程の第一次試験日に実施する既修者認定試験、B日
程の第一次試験日に実施する既修者認定試験について、1科目か
ら受験することが出来ます。また、C日程の試験日に実施する既
修者認定試験を1科目から受験することが出来ますので、最大3回
受験の機会があります。
　これは学部3年次生特別選抜に限った措置であり、一般入試で
は、短縮（2年制）コースを志望し、第一次試験で商法・民事訴訟法・
刑事訴訟法のいずれかが不合格となった場合、短縮（2年制）コー
スは不合格となり、後の試験日程で不合格科目だけを受験し直す
ことはできません。

　　特別選抜での入学者に奨学金はありますか。

　　通常の一般入試と同じ奨学金を受給可能です。また、法曹コー
ス5年一貫型特別選抜での入学者には、独自の奨学金制度があり
ます。詳細はp.33-34を参照してください。

A
Q　　特別選抜での入学者に奨学金はありますか。Q　　特別選抜での入学者に奨学金はありますか。

A
Q　　学部3年次生特別選抜の既修者認定試験は複数回受験できるQ　　学部3年次生特別選抜の既修者認定試験は複数回受験できる

A
Q　　法曹コース対象の早期卒業をせずに、4年生で法曹コースを修了Q　　法曹コース対象の早期卒業をせずに、4年生で法曹コースを修了

A
Q　　Q　　
A
Q　　Q　　

奨学金関係

既修者認定関係受験資格関係

＊┮鋜ל�の特⯈鹝䥋קպּגれ׺ꪧ䫢鍶꽢ׄあב׶؂ջ

。ます׏婓㲝؊⻯⻅ן法の�熴泟⮭ٱ妲法ٱは、䞱法מּל璣鋜鍶꽢にٱ
法䏿論乍鍶꽢の⺁꽢熴泟
⺁꽢鞴効

⺁꽢伆爑

法傿ةーد⟻◕釪鱬者⟻◕ׅןなּ場⻅は⻅効⹿消にな؂ます。괇׫入学ןは、入学ׅןま؋ד

Ӗ 入学鍶꽢┢芞入鍶と⻊א伆爑"伆爑、B伆爑、$伆爑

Ӗ 法傿ٲةスꝢ䷛㑫特⯈鹝䥋

。ます׏婓㲝؊⻯⻅ן法の�熴泟⮭ٱ妲法ٱは、䞱法מּל璣鋜鍶꽢にٱ
＊仾修者鏅㲝鍶꽢
本㜏学ꢕの㲧亱す؃օ仾⟻者鏅㲝鍶꽢ֆ、מּל事訴訟法に⮭ٱ妲事訴訟法ٱには、ゟ法׹חに入学す؃دーة溅竒�䇦⯟ ٱ
 ؊受꽢׏、上鋜�熴泟すמױにמּל⻅効׏、仾⟻者鏅㲝؊受׋؃׉とׄ釖⚆とな؂ます。仾⟻者鏅㲝鍶꽢にּׂמ、僌磡氻
 に鏅㲝؄׍なחכ׃場⻅には、嘍準�䇦⯟ةーװدの入学ׄ鏅؁؄׹ます。なׂ、仾⟻者鏅㲝鍶꽢にמּלは、受꽢乬は
 ┱釖ןす。

法䏿論乍鍶꽢の⺁꽢熴泟
⺁꽢鞴効

⺁꽢伆爑

㜏学学鼤�䇦埧榨㏟学ן、伋儆ⶲ業⹫は괇׫入学؊◙㲝す؃者

Ӗ 入学鍶꽢┢芞入鍶と⻊א伆爑"伆爑、B伆爑
Ӗ 仾⟻者鏅㲝鍶꽢┢芞入鍶"伆爑、B伆爑、$伆爑と⻊伆

Ӗ 学鼤�䇦埧榨特⯈鹝䥋

⺁꽢鞴効

⺁꽢伆爑

。ます׏傽걆㵂剑に؀؂鹝縙׫ꪧ䫢ׂ؀ٱ
上俦㜏学法学鼤の法傿ةーد⟻◕釪鱬者

Ӗ 入学鍶꽢����䇦僞��伆伆

Ӗ 法傿ٲةス�䇦┢鞋㑫特⯈鹝䥋

法傿ةーد攘⯈鹝䥋にמּלは、本学法学鼤の法傿ةーد⟻◕釪鱬者؊㵬震とח׏օ�䇦┢鞋㑫攘⯈鹝䥋ֆと、本学ׂ׫؀♖㜏学
法学鼤に錈糓ח؄׍法傿ةーد⟻◕釪鱬者؊㵬震とח׏օꝢ䷛㑫攘⯈鹝䥋ֆ؊錈ּמ׉ます。

学鼤�䇦埧榨攘⯈鹝䥋は、䙺堁のֺ؃学鼤�䇦埧榨ׄ伋儆ⶲ業׼괇׫入学とּחכ⯟䉀؊⯎榴׏、学鼤�䇦埧㏟学侐に本法熴㜏学
ꢕ؊受꽢׏、入学؊⺧耍とす؃入鍶⯟䉀ןす。法学鼤♬㛭の学鼤榨に׺受꽢資効ֺׄ؂ます。
˥学鼤�䇦埧榨攘⯈鹝䥋の⮌갻◙㲝者は、事⯾の㵂剑ׄ䑡釖な׹ח、䑡ג⮌갻儆ꝯ⯾まןに入学رンصーまׂןキּ⻅؇ּ׍טׇד。

┮俦㜏学⪥学رンٲصչ5&- 	

˥⮌갻にֺמכחは、䑡ג入鍶釖ꮽ؊׌澳鏅ׇּ׍ט。

「法曹コース特別選抜」・「学部3年次生特別選抜」について
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　　併願者の選抜方法について

　　併願志願者は、一次試験で短縮・標準両コース共に合格して
いる場合、二次試験は一回のみで行いますが、それぞれのコース
に応じた採点を行います。
　併願志願者が、短縮コースと標準コースの両方で合格ラインを
超えた場合には、短縮コース合格者として発表します。

　　A日程・B日程いずれも出願する場合について

　　A日程とB日程とをいずれも出願する場合は検定料の割引制度
があります。（この場合A日程の出願期間内にA・B併願として出願
してください。）
　A日程・B日程とをいずれも受験した場合、二次試験の面接はそ
れぞれ別の時間帯で行います。また、一次試験の合格発表は各日
程別に行います。

　　任意提出書類の扱いは？

　　任意提出書類は加点要素として総合評価の参考とします。任
意提出書類については、加点対象の範囲に入らない場合もありま
すが、任意書類として提出したことによって不利に扱われることは
ありませんので迷う場合は各自の判断で提出してください。

　　外国語特別枠とは？

　　本法科大学院の入試では、一般的には、外国語能力を示す証
明書の提出は必要ありません（任意書類として提出することは可能
で、加点される可能性があります）。他方で、優れた外国語能力を
有する志願者は外国語特別枠として出願することによって、優遇措
置を受けることができます。

　　試験内容は？

　　標準コースでは、一次試験として一般論文試験があります。こ
れは法律知識を問うような問題ではありません。二次試験の面接で
は、ステートメント等に基づく質問や論理的思考力・考え方の柔軟性
などをはかる口頭試問を行います。二次試験では、一次試験の成績、
大学成績、ステートメント、任意提出書類による加点、面接試験の
成績を総合的に評価して合否を判定します。
　短縮コースでは、一次試験として法律論文試験を、二次試験の面
接では、ステートメントに基づく質問や論理的思考力・考え方の柔軟
性などをはかる口頭試問を行います。さらに、一次試験の結果に応じ
て既修者認定のために、基礎的な学識を問うことがあります。二次試
験では、一次試験の成績、大学成績、ステートメント、任意提出書類
による加点、面接試験の成績を総合的に評価して合否を判定します。
　なお、C日程においては、一次試験と二次試験の内容を同日に行い
ます。

Q　　任意提出書類の扱いは？Q　　任意提出書類の扱いは？
A

Q　　A日程・B日程いずれも出願する場合についてQ　　A日程・B日程いずれも出願する場合について
A

Q　　併願者の選抜方法についてQ　　併願者の選抜方法について
A

Q　　試験内容は？Q　　試験内容は？
A

Q　　外国語特別枠とは？Q　　外国語特別枠とは？
A

、一般論文試験「標準（3年⯆）コース」、法律論文試験「短縮（2年⯆）コース」、面接の磵冽、׊上智大学法科大学院の入学試験؅⹨験、׊דג
璡ֿ一定の姡準に鷼׊てい׾䑒要ֵֿります。

●英語 ：1. TOEFL®（IBT）旧スケール95点以上／新スケール5.0以上  2. TOEIC® L&R 900点以上  3. 英検®１級 など
●ドイツ語：独検１級　など
●フランス語：仏検１級　など
●その他の外国語：外国大学卒業またはそれと同等の学力と認められる場合（詳細については問い合わせのこと）

◯

上智大学法科大学院の特荇のץとつ׾ֵך㎁꤀炘⚡に靹春׾׀ך法曹굺䡗の״גに、特に⨣ג׿㛙㎁鏤能ⱱ؅僗す׾䑩願者について、
㛙㎁鏤特別凂؅錃ׄて、犉哕氳に鍐❫׊ます。
特に⨣ג׿㛙㎁鏤能ⱱとע次の通りךす。

䑩願者⺨舅の能ⱱ؅錞伺す׾傴걉 1. 㛙㎁鏤能ⱱ؅炐す錞伺傴（T0EFLl、T0E*$l、葏吾 l なל）
2. 大学㏇盈侇の䧗㵵䷷⿦ِح׷䥵䎎䷷⿦なלの䙫釤傴・䫟詞傴
3. ⺨牊鞲格錞伺傴
4. 修㚖♓上の学⛣؅僗す׾者ע学⛣論文の概要なל

1. 大学（学部㏇盈僿ꝴ中す׬て）の䡗竮錞伺傴
2. 大学の⶙哅（釤鱮ײ）錞伺傴
3. スطートメント（榫碊冻）
＊学部３年次生／法曹コース（開放型）／法曹コース（5 年一鞉型）特別選抜についてע、 入試要項؅澬認׊てׂ׈דい。

※学部３年次生特別選抜⹨験者؅㵚霄とす׾「既修者認定試験」ע、
上鋗A・B日程の第一次試験日、 $日程試験日に㲔产（⪒科泘合格す׾まך邾丗㍑⹨験可）

A 日程／第一次試験 � 僖 2� 日（日）  第二次試験 � 僖 12 日（㎻）
B 日程／第一次試験 8 僖 30 日（日）  第二次試験 � 僖 12 日（㎻）
$ 日程／試験 1 僖 10 日（日）  

A 日程／第一次試験 � 僖 2� 日（日）  第二次試験 � 僖 12 日（㎻）
B 日程／第一次試験 8 僖 30 日（日）  第二次試験 � 僖 12 日（㎻）

学部3年次生

一般選抜、法曹コース（開放型）特別選抜（共通）

＊短縮コースのֹה、法曹コース（開放型）特別選抜  ⺲
法曹コース（5年一鞉型）特別選抜  8⺲

＊学部３年次生特別選抜  萴䇕⺲
標準（３年⯆）コース  20⺲　　　短縮（年⯆）コース  20⺲
┢芞鹝䥋պ特⯈鹝䥋؊⻅؇מד⻅銻��⻋

嫸
一般選抜：大学⶙（⶙哅釤鱮ײ者含む）
学部３年次生特別選抜：大学学部３年次生㏇学ך、企僿⶙哅⹑ע괊צ入学؅◀定す׾者
法曹コース（開放型）特別選抜：法曹コース修▼釤鱮者

特ף⨼れた㛭国鏩耍Ⲋ؊僟בる者の特⯈凉

⚌䙺䬪⮌傽걆

䑡ꯀ䬪⮌傽걆

実 亱 侐 儆

ⳬ ꥓ ☭ 両

⺁ 꽢 鞴 効 嫸
い 괊」׾׹؂ 入学」のצ 㕙 合 、ע
㏇学僿ꝴ׷⹦䐂ⶡ⛣丗・䡗竮に➟
⨣特に、ג׊ג؅嵹♭一定の要׾
大、ע大学生に׾鞲韬؅僗すג׿
学؅⶙哅׊なׂて׵、⹨験鞲格ֿ
認״ら׿、合格者にע入学鞲格ֿ
┙ֻら׾׿。㵚霄とな׾⹨験生ע
出願⯥に儖学׫のゖい合ֿ׎؂䑒
要とな׾のך、鎋עׂ׊入試要項
؅澬認す׆׾と。

⪥学鍶꽢קמּלף䑡ג⪥鍶釖ꮽ؊׌澳鏅ׇּ׍ט2027年度 入学者選抜方法



〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町７-1
JR中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線／四ッ谷駅
麹町口・赤坂口から徒歩3分

Ӗ ㍣隷キٙンهスؘرإスؿؚآ

Ӗ ⪥鍶釖ꮽ⪥䣒亪法 僞╡伎֕

上智大学公式HP（https://www.sophia.ac.jp）の
「入試情報 > 大学院入試 > 

大学院入試概要・入試要項 > 
法科大学院入学試験」から
ダウンロード可能。
※web出願となります。

Ӗ キּ⻅؇ד⩶

〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町７番１　

入学試験について：入学センター
 TEL.��（����）����　 FAX.��（����）����

その他：法科大学院事務室
 TEL.��（����）����　 FAX.��（����）����
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2027年
４月


伆
爑

（法曹コース
（開放型）特別選抜

／学部３年次生
（A・B 日程合格者

含む）

短縮コース
合格発表

標準コース
合格発表

既修者認定試験※（商法・民事訴訟法・刑事訴訟法）

法律論文試験（憲法・民法・刑法）
面接試験

一般論文試験
法律論文試験

（憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法）
面接試験

法律論文試験
（憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法）
面接試験

一般論文試験
面接試験

一
般
選
抜

学部３年次生特別選抜
（A・B日程合格者）

法曹コース（開放型）
特別選抜

短縮・標準コース
併願者

短縮コース専願者

標準コース専願者

1月20日（水）1月10日（日）11月20日（金）～12月4日（金）
最終発表試  験Web 出願


伆
爑

# 日程
第一次試験

合格発表

（学部３年次生
／法曹コース
（開放型）

特別選抜含む）

法律論文試験（憲法・民法・刑法）

法律論文試験（憲法・民法・刑法）
既修者認定試験※（商法・民事訴訟法・刑事訴訟法）

一般論文試験
法律論文試験（憲法・民法・刑法）
既修者認定試験※（商法・民事訴訟法・刑事訴訟法）

一般論文試験
法律論文試験

（憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法）

法律論文試験
（憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法）

一般論文試験

法曹コース（開放型）
特別選抜

学部３年次生
特別選抜　短縮コース

学部３年次生
特別選抜　短縮・標準コース

短縮・標準コース
併願者

短縮コース専願者

標準コース専願者
一
般
選
抜

9月4日（金）8月30日（日）7月17日（金）～7月31日（金）
発表第一次試験Web 出願


伆
爑

（A/B 日程共通、
学部３年次生

／法曹コース
（開放型）

特別選抜含む）

短縮コース
合格発表

標準コース
合格発表

9月25日（金）
最終発表

（A/B 日程共通、
学部３年次生

／法曹コース
（開放型）

特別選抜含む）

面 接 試 験

9月12日（土）
第二次試験

" 日程
第一次試験

合格発表

（学部３年次生
／法曹コース
（開放型）

特別選抜含む）

法律論文試験（憲法・民法・刑法）

法律論文試験（憲法・民法・刑法）
既修者認定試験※（商法・民事訴訟法・刑事訴訟法）

一般論文試験
法律論文試験（憲法・民法・刑法）
既修者認定試験※（商法・民事訴訟法・刑事訴訟法）

一般論文試験
法律論文試験

（憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法）

法律論文試験
（憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法）

一般論文試験

法曹コース（開放型）
特別選抜

学部３年次生
特別選抜　短縮コース

学部３年次生
特別選抜　短縮・標準コース

短縮・標準コース
併願者

短縮コース専願者

標準コース専願者
一
般
選
抜

8月21日（金）7月26日（日）6月24日（水）～7月1日（水）
発表第一次試験Web 出願

Ӗ 法熴㜏学ꢕ⪥学ן׶の孹れ



https://ls.sophia.ac.jp/

LV（Lux Veritatis：ラテン語）＝真理の光
UNIVERSITAS SEDIS SAPIENTIAE（ラテン語）＝上智の座の大学
SOPHIAの語源＝ΣΟΦΙΑ（ギリシャ語で “最上の叡智”）
「真理の光」を目指して力強く羽ばたく鷲のシンボルに、学生が優れた
知恵を身に付けて、よりよい未来を開いてほしいという上智大学の願い
が込められています。




